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【変更理由】 

〇 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項の記載内容の変更 

   「森林施業の合理化に関する基本方針」について、森林環境譲与税の活用方針を定めたた

め追加するものである。 

 

〇 森林の整備に関する事項の記載内容の変更 

   「立木の伐採（主伐）の標準的な方法」について、森林の更新及び森林の土地の保全への

影響を極力抑えつつ、効率性を確保するよう伐採・搬出方法について追加するものである。 

   「天然更新に関する事項」について、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準

を市町村森林整備計画において新たに定めたことに伴い、天然力の活用により適確な更新が

図られる条件を追加するものである。 

   「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針」について、地域森林計画に

おいて市町村森林整備計画でその基準を定めることとされたため追加するものである。 

   「公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法」について、各区域の

設定及び施業方法の具体的な内容並びに複層林施業の具体例を追加するものである。 

   また、県有林において、第４次県有林管理計画の樹立に伴い作業団の変更を行った箇所等

について区域及び施業方法の変更を行うものである。 

   「木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域の基準及び当

該区域内における施業の方法」について、地域森林計画において、この区域のうち特に効率

的な施業が可能な森林の区域の設定及び施業方法を市町村整備計画で示すこととされたた

めその設定条件と方法を追加するものである。 

   「森林経営管理制度の活用に関する事項」について、市町村森林経営管理事業で実施する

森林整備に関する詳細事項について森林経営管理意向調査全体計画で定めることとしたた

め追加するものである。 

   「作業路網の整備に関する事項」について、効率的な森林施業を推進するため林道の開設

路線を追加するものである。 

 

〇 森林の保護に関する事項の変更 

   「森林病害虫等の駆除及び予防の方法」について、近年カシノナガキクイムシによるナラ

枯れ被害が急速に拡大していることに伴い、追加するものである。 

 

〇 その他森林の整備のために必要な事項の追加 

   「その他必要な事項」について、森林環境譲与税の活用方針を定めたため追加するもので

ある。 

 

〇 今回の改正に合わせて語句の追加を行う。 
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Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項 

１ 森林整備の現状と課題 

    本市は、山梨県の東部に位置し、首都東京は東に約 75km、県都甲府市は西に約 35kmの

距離にあり、東西にＪＲ中央本線が走り、中央自動車道、国道 20 号などの幹線交通網で

つながり、これらの交通網と交差する国道 139号や都留市・富士河口湖へ向かう富士急行

線などの分岐点に位置し、古くから交通の要衝となっている。 

  また、北・東・西に頂点を持つおおむね三角形をしており、北は大菩薩嶺、南は御坂・

丹沢山地に連なる峰が連なっており、最も標高の高い場所は北部に位置する小金沢山でそ

の標高は 2,000ｍを越えている。 

  この山並みを水源とする笹子川と合流の桂川が市の中央を東西に流れ、これとほぼ直角

に真木川、浅利川、葛野川などが流入し、それにつながる大小さまざまな支流とともに複

雑な起伏をなし、支流沿いに耕作地が開け、集落が形成されている。 

  気象は東日本型（中央高原型）に属しており、夏季は高温、冬季は寒冷で、多雨冷涼で

寒暖の差が激しい気候である。 

本市の総面積は 28,025haであり、そのうちの森林面積は 24,286haで、総面積の約 87％

を占めており、そのほとんどが山岳林である。 

森林面積の内訳としては民有林 11,708ha、県有林 11,201ha、国有林（官行造林地）207ha

で構成、そのうちスギ・ヒノキ・アカマツ・カラマツ等の人工林（国有林を除く）の面積

は 11,645haで、人工林率約 48％であり、9齢級以上の林分が 9,432haとなっている。 

人工林は伐期の長期化により、今後高齢級間伐を早急かつ計画的に実施していくことが

重要である。 

  本市の森林は地域住民の生活に密着した里山から、林業生産活動が積極的に実施される

べき人工林帯、さらには、大径木の広葉樹が林立する天然生の樹林帯までバラエティーに

富んだ林分構成になっており、また、森林に対する住民の意識・価値観が多種多様のため、

求められる機能が多くなっている。このような現状を鑑み、効果的な森林整備に取り組ん

でいくには以下のような課題がある。 

  まず、一人あたりの森林所有面積が小さいことから、小規模林地を取りまとめ路網整備

を行い、一体的に施業を行う施業集約化で効率化を進める事が不可欠だが、木材価格の下

落などによる林業の低迷により、森林所有者の森林への関心が低下し、森林境界、森林所

有者が不明な森林が増加しつつあることなど、新たな課題が生じていることから、平成３

１年度から始まった森林経営管理制度により適切な森林管理を推進していく必要がある。 

また、林業就業者の減少や働き手の高齢化が進行し、若手就業者の確保が必要であるが、

首都圏や他産業にくらべ低賃金であることから若年労働者が定着しないことも課題とな

っている。そのほか、施業集約化を進めるためには、林地台帳の活用が不可欠であるが、

本文中、「前計画書」とは、平成３１年４月１日施行の森林整備計画である。 

また、変更のない計画事項及び計画項目は、計画事項名または、計画項目のみ記載 

しており、計画事項及び計画項目に一部変更がある場合は、本計画に読み替えるもの 

とする。 
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筆界不明となっている森林もあるため、境界明確化など精度向上の取り組みが必要である。 

更に、そのように放置された森林は成熟し、利用期を迎えているが、林業専用道等の基

幹道が不足しているため、木材利用を促進するためには路網整備を進める必要がある。こ

のほか、近年では集中豪雨等の異常気象が多発しており、人家付近での土砂災害や倒木に

よる被害の危険性が高まっていることから、防災対策としての森林整備が必要となってい

る。 

  市内の地域別の森林の現状については、西部の笹子地区は昔からスギ・ヒノキの造林が

盛んに行われており、齢級構成も他の地区から比べて高く、伐期を迎える林分も多く存す

ることから林業生産活動を通じた適切な森林整備を図るとともに、環境に優しい素材であ

る木材の有効活用の観点から、計画的な伐採を推進することが重要である。 

  北西部の真木、小金沢地区は天然生の広葉樹林が多く存し渓谷等の自然景観に優れ、特

に深城ダムの存する小金沢地区においてはダム湖とダム周辺の森林とを有機的に結びつ

けた森林とのふれあいの場として活用が期待されている。 

  西部の初狩地区には、県産材供給拠点施設の甲斐東部木材団地（原木市場・製材工場・

プレカット工場）の整備が完了し、操業している。山梨県東部地域の森林資源の活用によ

り、地域の林業、木材産業の活性化と地域経済振興のため、木材流通の形成を目指すとと

もに、成熟しつつある国内資源を有効活用し、品質の良い木材を安定的、かつ効率よく供

給する体制づくりが急務である。 

また、本市は神奈川県の水がめである相模川の上流域に位置しているとともに、地域に

おいても水源として利用されている森林が多いため、水源地域としての森林整備を推進す

ることが重要である。 

 

２ 森林整備の基本方針 

（１） 地域の目指すべき森林資源の姿 

森林の整備及び保全については、森林の有する多面的機能の確保を図りつつ、森林

施業の集約化及び作業路網の充実により人工林資源を積極的に活用するため、重視す

べき機能に応じた適正な森林施業の実施や保全及び健全な森林資源の維持造成を推

進する。 

具体的には、水源の涵養、山地災害の防止、土壌の保全、快適環境の形成、保健・

レクリエーション、文化、生物多様性保全又は木材生産の各機能の高度発揮を図るた

め、併存する機能の発揮に配慮しつつ、重視すべき機能の応じた森林整備を行う観点

から、森林をそれぞれの森林が特に発揮することを期待されている機能発揮の上から

望ましい森林資源の姿を次のとおりとする。 

①水源涵養機能 

下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間に富んだ浸

透・保水能力の高い土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設

等が整備されている森林 

②山地災害防止機能／土壌保全機能 

 下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、下層植生とと

もに樹木の根が深く広く発達し土壌を保全する能力に優れた森林であって、必要に
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応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林 

③快適環境形成機能 

 樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物質の吸着能力が高く、諸

被害に対する抵抗性が高い森林 

④保健・レクリエーション機能 

 身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等からな

り、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて保健活動

に適した施設が整備されている森林 

⑤文化機能 

 史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森

林であって、必要に応じて文化・教育的活動に適した施設が整備されている森林 

⑥生物多様性保全機能 

 原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり

特有の生物が生育・生息する渓畔林 

⑦木材等生産機能 

 林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成

され成長量が高い森林であって、林道等の基盤施設が適切に整備されている森林 

この望ましい森林資源の姿を踏まえ、育成単層林における保育及び間伐の積極的

な推進、広葉樹林化、針広混交林化を含め、人為と天然力を適切に組み合わせた多

様性に富む育成複層林の計画的な整備、天然生林の保全及び管理等に加え、山地災

害等の防止対策や森林病害虫、野生鳥獣害被害の防止対策の推進等により、重視す

べき機能に応じた多様な森林資源の整備及び保全を図る。 

（２） 森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策 

人工林が多く、かつ比較的傾斜が緩く林業経営可能な森林は、積極的に施業集約化

を行い路網整備し、需要に応じた木材生産を行う森林を目指す。天然林や林業経営に

向かない人工林は、公益的機能の発揮を重視した、多様な樹種構成や齢級構成の森林

を目指す。特に、人家や主要道路周辺の森林は、防災機能の高い森林を目指す。 

森林の有する機能ごとの森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策は次

のとおりとする 

①水源涵養機能 

災害に強い地域を形成し、又は良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な

保育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとと

もに、伐採に伴って発生する裸地については、縮小及び分散を図ることとする。ま

た、立地条件や住民のニーズ等に応じた施業を実施する。 

ダム等の利水施設上流部等において、水源涵養の機能が十全に発揮されるよう、

保安林の適切な管理を推進することを基本とする。 

②山地災害防止機能／土壌保全機能 

災害に強い国土を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、林床

の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進することとする。また立地条件や県民の

ニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進することとする。集落等に近接する
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山地災害防止の発生の危険性が高い地域等において、土砂の流出防止等の機能が十

全に発揮されるよう、保安林の適切な管理を推進するとともに、渓岸の侵食防止や

山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷止や土留等の施設の設置を推進するこ

とを基本とする。 

③快適環境形成機能 

地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の浄化のた

めに有効な森林の構成の機能を基本とし、樹種の多様性を増進する施業や適切な保

育・間伐等を推進することとする。快適な環境の保全のための保安林の適切な管理

を推進することとする。 

      ④保健・レクリエーション機能 

       市民に憩いと学びの場を提供する観点から、立地条件や市民のニーズ等に応じ広

葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推進することとする。また、保健等のた

めの保安林の適切な管理を推進することとする。 

      ⑤文化機能 

       美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進することとする。また、風致の

ための保安林の適切な管理を推進することとする。 

      ⑥生物多様性保全機能 

       原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり

特有の生物が生育・生息する渓畔林などの属地的に機能の発揮が求められる森林に

ついては、生物多様性保全機能の維持増進を図る森林として保全することとする。

また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進することとする。 

      ⑦木材等生産機能 

木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性

を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の材木を生育させるために適切な造林、保

育及び間伐の実施をする。この場合、木材資源の需要に応じて安定的に供給するた

めに、積極的に施業の集約化や作業路網の開設、機械化を通じた効率的な森林整備

の実施を図る。 

なお、平成３０年度に成立した森林経営管理法に基づく森林経営管理制度が平成３１

年度から開始したことから、計画的に森林所有者の意向調査を実施し、所有者自ら管理

経営ができない森林については市が森林経営管理権を設定し、林業経営可能な森林につ

いては意欲と能力がある林業経営体に林業経営を委ねることにより、適切な森林整備を

推進する。なお、自然的条件等に照らして林業経営が困難な森林については、森林環境

譲与税を活用し、市が森林管理を行うものとする。 

    

３ 森林施業の合理化に関する基本方針 

     現在、市内の森林は間伐が必要な森林が多くを占めており、適正な森林施業の実施が

喫緊の課題となっている。そのため、森林総合監理士（フォレスター）、森林施業プラ

ンナー、県、森林組合、林業事業体等、森林所有者、市等で相互に連絡を密にして意欲

と能力を有する者による森林施業の集約化、林業後継者の育成、林業機械化の促進及び

木材流通・加工体制の整備など、長期展望に立った林業施策の総合的な実施を計画的に
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推進するものとする。 

     森林施業の中心になる森林組合、林業事業体等は森林所有者に対して、積極的に施業

を提案することを通じて、長期受委託契約による施業の集約化を進め、森林経営計画に

基づく一体的かつ計画的な森林施業の推進を図るものとする。 

このために必要な森林の土地及び所有者に関する情報を適切に管理するため、登記情

報や森林所有者からの申し出等により林地台帳の精度向上を図る。 

一方、林道や基幹作業道からの距離が短い森林については、森林作業道等（搬出路）

の整備状況に応じて、できるだけ利用間伐を実践する。 

また、今後伐期の長期化に伴い、高齢級の間伐や抜き伐りが増加することが見込まれ

るため、作業路網を整備し、木材を搬出できる体制を整える。作業路網については、主

伐期の搬出にも活用することを前提として作設を行い、簡易で丈夫な森林作業道への転

換を図る。 

     主伐後の伐採跡地はこれまで人工植栽を基本としてきたが、造林コストの縮減等や多

様な森林の造成の観点から、天然力を活用した更新も実施する。 

     人工植栽地については、その後適時適切な間伐を実施し、林内照度を確保して下層植

生の生育を促す。 

     上記の森林施業を推進するにあたっては、現場に応じた低コスト・効率的な作業シス

テムの確立を図る必要があり、森林組合を中心に森林所有者、森林総合監理士（フォレ

スター）、森林施業プラナー、林業普及指導員、林務環境事務所職員、市林務担当職員

の連携のもと最適な施業方法を選択する。 

     また、適時適切な森林施業を進めるためには、できるだけ所有者負担を軽減すること

が必要不可欠であることから国、県の補助事業について積極的な活用を図る。 

     さらに平成３１年４月に森林環境税及び森林環境譲与税（以下、「本税」という。）に

関する法律が施行され、本市においても本税が譲与されることになったことから、森林

整備や人材育成、木材利用の推進など本市における林業施策を推進するために本税の活

用を図るものとする。 
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Ⅱ 森林の整備に関する事項 

第１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く） 

   伐採に関する基本的事項 

１ 樹種別の立木の標準伐期齢                       

地域 

樹            種 

スギ ヒノキ 
アカ 

マツ 

カラ 

マツ 

モミ・ 

シラベ 

その他

針葉樹 

クヌギ・ナラ類 その他

広葉樹 用材用 その他 

本市 

全域 

  

年  

４０ 

  年  

４５ 

  年 

４０ 

  年 

４０ 

  年 

５０ 

  年  

７０ 

  年  

３０ 

  年 

１５ 

  年 

５０ 

※ 標準伐期齢は地域を通じた立木の伐採（主伐）の時期に関する指針として定めるもの

であり、標準伐期齢に達した時点での森林の伐採を促すものではない。 

 

２ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

  立木竹の伐採のうち主伐については、更新（伐採跡地が再び立木地となること）を伴う

伐採であり、その方法については、以下に示す皆伐又は択伐によるものとする。 

    皆伐：皆伐については、主伐のうち択伐以外のものとする。皆伐に当たっては、気候、

地形、土壌等の自然条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、適切な伐採区

域の形状、一箇所当たりの伐採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配置に配慮

し、伐採面積の規模に応じて、少なくとも概ね２０ｈａごとに保残帯を設け適確

な更新を図ることとする。 

    択伐：択伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する

方法であって、単木・帯状又は樹群を単位として伐採区域全体では概ね均等な伐

採率で行い、かつ、材積に係る伐採率が３０％以下（伐採後の造林が植栽による

場合にあっては４０％以下）の伐採とする。択伐に当たっては、森林の有する多

面的機能の維持増進が図られる適正な林分構成となるよう一定の立木材積を維

持するものとする。 

     なお、立木の伐採の標準的な方法を定めるに当たっては、以下のア～オに留意する。 

     ア  森林の生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣等に重要な空洞木につい

て、保残等に努めること。 

     イ  森林の多面的機能の発揮の観点から、伐採跡地が連続することのないよう、少

なくとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保すること。 

     ウ  伐採後の的確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定めその

方法を勘案して伐採を行うものとすること。特に、伐採後の更新を天然更新にす

る場合には、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮すること。 

     エ  林地の保全、雪崩、落石等の防止、風害等の各種被害の防止、風致の維持等の

ため渓流周辺や尾根筋等に保護樹帯を設置すること。 

     オ  上記ア～エに定めるものを除き、「主伐時における伐採・搬出指針の制定につ 

いて」（令和３年３月 16日付け２林整整第 1157号林野庁長官通知）のうち、立 

木の伐採方法に関する事項を踏まえること。 
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        また、集材に当たっては、林地の保全等を図るため、「主伐時における伐採・ 

搬出指針の制定について」（令和３年３月１６日付け２林整整第 1157号林野庁長 

官通知）を踏まえ、現地に適した方法により行うこと。 

 

人工林の生産目標ごとの主伐時期は、次表を参考にすること。 

樹  種 生 産 目 標 期待径級 [ｃｍ] 主伐の時期 [年] 

ス  ギ  
普  通  材 ２４ ４０ 

大  径  材 ３６ ８０ 

ヒ ノ キ  
普  通  材 ２２ ４５ 

大  径  材 ３０ ９０ 

ア カ マ ツ 
普  通  材 ２４ ４０ 

大  径  材 ３４ ８０ 

カ ラ マ ツ 
普  通  材 ２２ ４０ 

大  径  材 ２６ ８０ 

 

３ その他必要な事項 

① 木材等生産機能維持増進森林は、木材を安定的かつ効率的に供給することをその主

な目的としており、継続的に伐採を行い、木材を生産する必要がある。 

一方で、木材等生産機能維持増進森林に指定されている森林においても、林地崩壊

や流木被害のおそれがある場合は、極力伐採を控えるようにし、急傾斜地では大面積

皆伐を避け択伐等を行う。 

② 林業経営を主目的としない森林においては、動物の生息地を確保する観点から、伐

採の際に枯損木の残存に配慮する。 

また、人工林については強度の抜き伐りを実施すること等により針広混交林化、広

葉樹林化を図る。 

③ 河川及び湖沼周辺の生態系の維持及び降雨等による流木被害の防止を図るため、水

辺林は極力伐採を控え残置するよう努める。 

④ 伐採時に発生する枝条等については、林地からの搬出に努め、木質バイオマスとし

て利用するなど適切に処理するものとし、流木被害の一因とならないよう十分留意す

る。 

 

 

第２ 造林に関する事項 

１ 人工造林に関する事項 

 (１)人工造林の対象樹種 

人工造林の対象樹種 

スギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、シラベ、モミ、クリ、キハダ、ケヤキ、ミズナラ、 

カエデ、ブナ、キリ、シオジ、コナラ、クヌギ 

※ 上に定めた樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、市林務担当部局とも相談の上、

適切な樹種を選択すること。 
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なお、スギを植栽する場合は花粉症対苗木の利用に努めるものとする。 

 

（２）人工造林の標準的な方法 

  ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数 

    人工造林の対象樹種について、施業の効率性や地位等の立地条件を踏まえ、既往の

植栽本数や保安林の指定施業要件を勘案して、仕立ての方法別に１ヘクタール当りの

標準的な植栽本数を植栽する。人工造林の樹種別及び仕立ての方法別植栽本数は次の

とおり定める。 

樹    種 仕 立 て の 方 法 
標準的な植栽本数[本／ｈ

ａ] 
備  考 

ス ギ 

中 仕 立 て 

３，０００～４，０００本/

ｈａ 

 

ヒ ノ キ 
３，０００～４，０００本/

ｈａ 

ア カ マ ツ ４，０００本/ｈａ 

カ ラ マ ツ 
２，０００～３，０００本/

ｈａ 

シラベ、モミ ３，０００本/ｈａ 

広 葉 樹 
３，０００～６，０００本/

ｈａ 

※ 複層林化を図る場合の樹下植栽については、標準的な植栽本数に下層木以外の立木

の伐採率（材積による率）を乗じた本数以上を植栽すること。 

また、定められた標準的な植栽本数と大幅に異なる本数を植栽しようとする場合は、

市の林務担当部局とも相談の上、適切な植栽本数を決定すること。 

 

イ その他人工造林の標準的な方法 

区  分 標 準 的 な 方 法 

地 拵 え の 方 法 

・ 伐採木及び枝条等が植栽や保育作業の支障とならないよう整理する。 

・ 傾斜地では、表層土壌の浸食、流亡を抑えるため、「筋刈り地拵え」も

しくは 

「全刈り地拵え」の場合は刈り払った末木枝条を等高線に沿って筋状に

まとめて配置する「筋置き地拵え」を行う。 

植え付けの方法 

・ 植栽木の配置は正方形植えを基本とするが、傾斜地では上下方向の水

平距離が短くなるため、急傾斜地では上下方向の距離が長くなる矩形植

えとする。 

（１）裸苗を植栽する場合 

活着をよくするだけでなく、活着後の雑草木との競争に負けずに生

育させるため、次のように丁寧に植栽する。 

①地被物を表土がでるまで取り除く。 
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②植穴を中央より下側に掘り、掘った土で平らな台をつくる。 

③覆土を穴の上側から崩してかぶせる。 

④土を踏み固めて植えた後を平らにする。 

⑤土壌の乾燥を防ぐために苗木の周辺にリターを被せる。 

（２）ポット苗を植栽する場合 

ポットをつけたまま植栽する場合（ジフィーポット等）は、ポット

内の土の高さと、植栽後の周辺の高さが同じになるか、ポットが埋ま

る程度までの深さで植栽する。 

ポットを外して植栽する場合（プラスチックポット等）は、根鉢を

崩さないように注意して、根鉢の上面と植栽後の周辺の土の高さが同

じようになるように植栽する。 

その他、植栽木に対する獣害のおそれがある場合は、適宜、防護柵、

ネット等の被害対策を実施する。 

（３）コンテナ苗を植栽する場合 

植栽深は、基本的に根鉢上面と地表が一致する深さとし、過湿地等

では根鉢が少々地上に突き出るくらいにする。乾燥が懸念される場合

は、植栽後の根鉢上面に軽く土をかける。 

※ポット苗、コンテナ苗については、厳冬期・乾燥期を除けば植栽

の時期を選ばない。 

植 栽 の 時 期 
・ 根が成長を開始し、芽がまだ開かない早春が最適である。遅くても梅

雨入り前までに行うことが望ましい。 

 

（３） 伐採跡地の人工造林をすべき時期 

      森林の有する公益的機能の維持及び早期回復並びに森林資源の造成を図る観点から、３

に定める植栽によらなければ的確な更新が困難な森林に指定されている森林など人工造

林によるもので、皆伐による伐採に係るものについては、当該伐採が終了した日を含む

年度の翌年度の初日から起算して２年以内とする。 

    また、択伐による伐採に係るものについては、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の

初日から起算して５年以内とする。 

 

２ 天然更新に関する事項 

     天然更新は、前生稚樹の育成状況、母樹の存在等森林の現況、気候、地形、土壌等の

自然的条件、林業技術体系からみて、主として天然力の活用により適確な更新が図られ

る森林において行うものとする。 

     なお、伐採及び伐採後の造林の届け出において、５ha 以上の皆伐を計画した届出書

が提出された場合には、現地確認等により天然更新の実施の可否を判断する。 

 

（１）天然更新の対象樹種 

天然更新の対象樹種 
スギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、シラベ、モミ、   

クヌギ、コナラ、その他高木性広葉樹 
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 ぼう芽による更新が 

可能な樹種 

クヌギ、コナラ、その他高木性広葉樹（ミズナラ、

クリ、ケヤキ） 

 

    （２）天然更新の標準的な方法 

      ア 天然更新の対象樹種の期待成立本数 

樹種 期待成立本数 

全対象樹種 １０，０００本／ｈa 

天然更新を行う際には、期待成立本数に１０分の３を乗じた本数以上の本数（ただ

し、草丈以上のものに限る。）を更新することとする。天然更新の本数に算入すべき

立木の高さである草丈については、５０ｃｍとする。 

 

      イ 天然更新補助作業の標準的な方法 

区     分 標 準 的 な 方 法  

地表処理 

ササの繁茂や枝条の堆積等により、天然下種更新が阻害されている

箇所については、掻き起こしや枝条整理等を行い、種子の定着及び発

育の促進を図る。 

刈り出し 
天然稚幼樹の生育がササ等の下床植生によって阻害される箇所にあ

っては、稚幼樹の周囲を刈り払い稚幼樹の成長の促進を図る。 

芽 か き 

ぼう芽の優劣が明らかになる２～６年目頃に、良好なぼう芽につい

て、１株当たりの仕立ての本数２～３本を目安としてぼう芽の整理を

行う。 

植え込み 

地表処理、刈り出し等の更新補助作業を実施しても、伐採後５年以

内に天然更新完了基準を満たす本数の稚幼樹の生育が見込めない場

合、若しくはぼう芽更新のみでは、伐採後５年以内に天然更新完了基

準を満たす本数の稚幼樹の生育が見込めない場合は、経営目標を勘案

したうえで確実に更新が図られる樹種を選定して植え込みを行う。 

なお、ぼう芽力は３代目くらいから低下するため、２回ぼう芽更新

をした後は苗木植栽による更新を行うことが望ましい。 

 

    ウ その他天然更新の方法 

      更新完了基準を次のとおりに定め、現地確認により天然更新の完了の確認を行

う。更新すべき立木の本数に見たず天然更新が困難であると判断される場合に

は、天然更新補助作業又は人工造林により確実に更新を図る。 

天然更新完了の判断基準 

第２の２の（１）で定める天然更新対象樹種の樹高が５０ｃｍ以上で、立木度３以上 

（幼齢林分については第２の２の（２）で定める期待成立本数の１０分の３以上）を 

もって、更新完了とする。 

なお、天然更新調査の方法は、平成２４年３月林野庁計画課作成の「天然林更新完了 

基準書の作成の手引（解説編）」による。 
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（３）伐採跡地の天然更新をすべき期間 

    伐採跡地の天然更新については、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日 

から起算して伐採後５年以内とする。 

 

３ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項 

 （１）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準 

   ・ 現況が針葉樹人工林であり、母樹となり得る高木性樹種から構成される天然林・

二次林が更新対象地周辺に存在せず、林床にも高木性樹種の稚樹が存在しない場合。 

 ただし、更新対象地内に母樹となり得る高木が 10 本/ha 以上残存している場合

は除く。 

     ・ ささ類が林床を一面に被覆している森林 

・ ただし、Ⅳの１の保健機能森林の区域内の森林であって森林保健施設の設置が見

込まれるものは除くものとする。 

（２）植栽によらなければ適格な更新が困難な森林の所在 

     （１）の基準による森林のうち、所在の明らかな森林はなし。 

 

  ４ 森林法第１０条の９第４項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき命令の基準 

    森林法第１０条の９第４項の伐採の中止又は造林命令の基準については、次のとおり定

める。 

   （１）更新に係る対象樹種 

    ア 人工造林の場合 

      １の（１）による。 

     イ 天然更新の場合 

      ２の（１）による。 

    （２）生育し得る最大の立木の本数 

      植栽によらなければ適確な更新が困難な森林以外の森林の伐採跡地における植栽

本数は、第２の２の（２）に定める期待成立本数に１０分の３を乗じた本数以上の本

数（ただし草丈に一定以上の余裕高を加えた樹高以上のものに限る。）とする。 

 

５ その他必要な事項 

国庫補助事業等の活用による造林の実施を推進することとする。 

また、造林に当たっては、旺盛な二酸化炭素の固定等による公益的機能の発揮と併せて、

様々な樹種を供給できる森林づくりを推進するため、画一的な樹種の植栽は避け、地域の

特性を勘案し森林自体の付加価値を高める造林を推進する。 

スギについては、花粉の少ない品種が開発され、供給体制が除々に整いつつあるので、

今後人工植栽をする場合は、林業普及指導員に相談し、検討することとする。 

さらに、水源かん養機能に影響を及ぼさないように、また、大規模な伐採にて自然災害

等で土砂流出等の災害を防止する観点から皆伐可能地であっても伐採面積の小規模化に

務める。 
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第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準 

１ 間伐を実施すべき標準的な林齢及び標準的な方法 

   間伐は、次に示す事項に従って適切な時期及び方法により実施するものとする。 

   間伐については、林冠が隣り合わせた樹木の葉が互いに接して葉の層が林地を覆ったよう

になり、うっ閉（樹冠疎密度が１０分の８以上になることをいう。）し、立木間の競争が生

じ始めた森林において、主に目的樹種の一部を伐採することであり、材積に係る伐採率が３

５％以下で、かつ、伐採年度の翌年度の初日から起算して概ね５年後においてその森林の樹

冠疎密度が１０分の８以上に回復することが確実であると認められる範囲内で行うことと

する。 

 

樹種 施業体系 
植栽

本数 

間伐を実施すべき標準的な林齢 標準的な方法（％、本） 

初回 ２回目 ３回目 
４回目 

以 降 

（間伐率（本数）） 

間伐本数 

初回 ２回目 ３回目 

スギ 

中仕立て 

(一般材生産) 

(長伐期施業) 

3,000 14～18 19～26 27～32 

長
伐
期
施
業 

(20～30) 

550～750 

(25～30) 

500～700 

(25～30) 

300～500 

中仕立て 

(省力化施業) 
3,000 18～22 28～32 

長伐期

施業 

(30～40) 

800～1,000 

(35～45) 

600～800 
 

ヒノキ 

中仕立て 

(一般材生産) 

(長伐期施業) 

3,000 16～22 23～29 30～36 
(15～25) 

400～600 

(25～30) 

500～700 

(25～30) 

300～500 

中仕立て 

(省力化施業) 
3,000 18～24 30～36 

長伐期

施業 

(20～35) 

600～800 

(30～40) 

500～700 
 

アカ 

マツ 

中仕立て 

(一般材生産) 

(長伐期施業) 

4,000 16～20 21～26 27～32 
(20～30) 

700～900 

(30～40) 

600～800 

(30～40) 

300～500 

カラ 

マツ 

中仕立て 

(一般材生産) 

(長伐期施業) 

3,000 14～18 19～26 27～32 
(25～35) 

700～900 

(25～35) 

500～700 

( 30～40 ) 

300～500 

※ 長伐期施業：主伐林齢を標準伐期齢の２倍程度まで延ばす施業 

  省力化施業：間伐等の回数を減らし、省力化を図った場合の施業 

 

  なお、平均的な間伐の実施時期の間隔は次のとおりとする。 

標準伐期齢未満（人工植栽に係るもので、樹種を問わない） １０年 

標準伐期齢以上（人工植栽に係るもので、樹種を問わない） １５年 
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２ 保育の種類別の標準的な方法 

保育の

種 類 
樹 種 

実施すべき標準的な林齢及び回数  

年

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

９ 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

20 

下 刈 

ス  ギ １ １ １ １ １ １           

ヒ ノ キ １ １ １ １ １ １           

アカマツ １ １ １ １ １            

カラマツ １ １ １ １ １            

つる切 

ス  ギ         １        

ヒ ノ キ          １       

アカマツ       １          

カラマツ       １          

除 伐 

ス  ギ          １       

ヒ ノ キ           １      

アカマツ          １       

カラマツ          １       

枝打ち 
ス  ギ          １     １  

ヒ ノ キ          １      １ 

 

保育の 

種 類 
標 準 的 な 方 法 備     考 

下 刈 

目的樹種の高さが雑草木の丈の約 1.5倍に 

なるまで、毎年１回以上行う。 

実施時期は６月～８月上旬を目安とする。 

植栽後数年は状況に応じて年２回

実施する。 

また、植栽後５年以降は状況に応 

じて隔年とすることもできる。 

つる切 

下刈終了後、林分が閉鎖するまでの期 

間に、つる類の繁茂状況に応じて適時行う。 

実施時期は６月～７月を目安とする。 

クズの繁茂する箇所では、早期に

処理することとする。 

保育の 

種 類 
標 準 的 な 方 法 備     考 

除 伐 

下刈終了後から 15 年生までの間に、造林

木の生育が阻害されている箇所及び阻害さ

れるおそれのある箇所について１～２回行

う。 

実施時期は５月～６月を目安とする。 

目的外樹種であっても、生育状況

及び将来の利用価値を勘案して、有

用な林木については育成を図ること

とする。 

枝打ち 

根元直径が６cm程度の時期に開始し、２回

目以降は下枝径が６cm 程度に生長した時期

に地際から４～６ｍ程度まで３～４回実施

枝打ちは他の保育作業と違い林分

成立には必要ないため、左記にとら

われず無節材生産や完満度の高い材
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する。 

実施時期は、樹木の生長休止期の 12 月下

旬～３月上旬を目安とする。 

の生産、林内光環境の改善、年輪幅

の調整、病害虫予防等目的に応じて

実施時期・回数を検討する。 

※ 本表は、一般的な目安を示したものであり、実行に当たっては画一的に行うことなく、

植栽木及び競合樹種等の生育状況及び生産目標に即して効果的な時期、回数、作業方法

を検討して実施すること。 

 

３ その他必要な事項 

（１） 間伐及び保育の基準 

花粉症対策に資するため、スギ、ヒノキの人工造林地の間伐に当たっては、雄花

着花量の多い林木について優先的に実施すること。 

 

（２） 間伐を実施すべき森林の立木の収量比数の目安 

       間伐の実施に当たっては、第３の１に示す方法を基準とするとともに、以下を参

考とする。 

樹  種 仕立ての方法 収量比数（Ｒｙ） 備      考 

ス ギ 

中仕立て ０．８ 

・ 左記の樹種以外についても、間伐

を実施する必要がある場合は、収量

比数 0.8を基準とする。 

・ 初回間伐については収量比数 0.7

前後で実施することが望ましい。 

ヒ ノ キ 

アカマツ 

カラマツ 

 

森 林 の 立 木 の 単 位 面 積 当 た り の 材 積 

収量比数（Ｒｙ）＝ ――――――――――――――――――――――――――――――― 

樹種及び樹高を同じくする立木が達し得る単位面積当たりの最大材積 

 

【参考】間伐を実施すべき森林の立木の収量比数に応じた立木の材積（Ｒｙ＝０．８となる材積） 

(単位：材積ｍ３／ｈａ) 

樹 高[ｍ] ス ギ ヒ ノ キ アカマツ カラマツ 

８ １５０ １７３ １１５  ９３ 

９ １７６ １９７ １３２ １０８ 

１０ ２０３ ２２０ １５０ １２４ 

１１ ２３２ ２４４ １６８ １３９ 

１２ ２６１ ２６８ １８７ １５６ 

１３ ２９５ ２９２ ２０６ １７３ 

１４ ３２３ ３１７ ２２５ １９０ 

１５ ３５５ ３４１ ２４４ ２０７ 

１６ ３８８ ３６６ ２６４ ２２５ 

１７ ４２１ ３９１ ２８４ ２４３ 
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（３） 間伐を実施する必要があると認められる森林の所在等 

       該当なし 

 

 

第４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

１ 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法 

公益的機能別施業森林は、森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るための積極的

かつ計画的に推進すべき森林で、その区域及び当該区域内における施業の方法について 、

地域森林計画で定める公益的機能別施業森林等の整備に関する事項を踏まえ、保安林など

法令に基づき森林施業に制限を受ける森林の所在、森林の自然条件及び社会的条件、「森

林の機能別調査実施要領の制定について」（昭和 52年 1月 18日付け 51林野計第 532号林

野庁長官通知）に基づく森林の機能の評価区分、森林の有する機能に対する地域の要請、

既往の森林施業体系、経営管理権及び経営管理実施権の設定見込み等を勘案し、次のとお

りとする。 

（１） 水源の涵養の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

ア 区域の設定 

 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（水源涵養機

能維持増進森林）の区域を別表１のとおり定めるものとする。 

 

イ 施業の方法 

 下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とし、以下の伐期齢の下限に従った施

業を推進すべき森林を別表２のとおり定めるものとする。 

 

森林の伐期齢の下限 

地域 

樹            種 

スギ ヒノキ 
アカ 

マツ 

カラ 

マツ 

モミ・ 

シラベ 

その他

針葉樹 

クヌギ・ナラ類 その他

広葉樹 用材用 その他 

本市 

全域 

  

年  

５０ 

  年  

５５ 

  年 

５０ 

  年 

５０ 

  年 

６０ 

  年  

８０ 

  年  

４０ 

  年 

２５ 

  年 

６０ 

 

（２） 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健

文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

  ア 区域の設定 

   当該森林の区域を別表１に定めるものとする。 

   ①土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業

を推進すべき森林 

    山腹崩壊等により、人命・人家等施設への被害を及ぼすおそれがある森林であって、 

土砂の流出、土砂の崩壊の防備など、山地災害防止機能／土壌保全機能の維持増進を 
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図る森林として、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るた 

めの森林施業を推進すべき森林（山地災害防止／土壌保全機能維持増進森林） 

      

②快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

 日常生活に密接な関わりを持つ里山等において、騒音や粉塵等の影響を緩和する森 

林、風害、霧害等の気象災害を防止する効果が高い森林であって、快適な環境の形成 

の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（快適環境形成機能維持増 

進森林） 

      

     ③保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

保健・教育的利用等に適した森林、史跡等と一体となり優れた自然景観等を形成す 

る森林、希少な生物が生育・生息している森林であって、保健・レクリエーション／ 

文化／生物多様性保全機能の維持増進を図る森林として、保健文化機能の維持増進を 

図るための森林施業を推進すべき森林（保健文化機能維持増進森林／生物多様性保全 

機能維持増進森林） 

 

    イ 施業の方法 

      ア①に掲げる森林においては、地形・地質等の条件を考慮した上で 伐採に伴って

発生する裸地化の縮小及び回避を図るとともに天然力も活用した施業、ア②に掲げる

森林においては、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を

図るための施業、ア③に掲げる森林においては、美的景観の維持・形成に配慮した施

業の推進を図る。 

アの①から③までに掲げる森林については、原則として複層林施業を推進すべき森

林として定めることとし、複層林施業によっては公益的機能の維持増進を特に図るこ

とができないと認められる森林については択伐による複層林施業を推進すべき森林

として定める。 

ただし、適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分においてこれらの機能の

確保ができる森林は、長伐期施業を推進すべき森林として定めるものとし、主伐を行

う伐期齢の下限については、樹種別に標準伐期齢の２倍の林齢とし、伐採に伴って発

生する裸地の縮小及び分散を図る。 

以下の伐期齢の下限に従った施業及びその他の施業を推進すべき森林を、推進すべ

き施業の方法ごとに別表２に定める。 
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複層林施業を推進すべき森林における施業の具体例（森林経営計画の例）

 

 

 

長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限 

地域 

樹            種 

スギ ヒノキ 
アカ 

マツ 

カラ 

マツ 

モミ・ 

シラベ 

その他

針葉樹 

クヌギ・ナラ類 その他

広葉樹 用材用 その他 

本市 

全域 

 年  

８０ 

  年  

９０ 

  年 

８０ 

  年 

８０ 

  年 

１００ 

  年  

１４０ 

  年  

６０ 

  年 

３０ 

  年 

１００ 

 

２ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区

域内における施業の方法 

（１）区域の設定 

 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（木材等生産機能

維持増進森林）の区域と、その区域のうち林地生産力が高く、傾斜が比較的緩やかで、

林道等や集落からの距離が近い森林等（特に効率的な施業が可能な森林）を別表１のと

おり定める。 

   

  （２）施業の方法 

生産目標に応じた主伐の時期は、第１の２に示した主伐時期を目安とする。主伐の方

法として皆伐を選択する場合は、伐採面積が２０ｈa以下となるようにする。 

また、適切な造林、保育及び間伐等を推進することを基本とし、施業の集約化、路網

整備や機械化等を通じた効率的な森林施業を推進することとし、多様な木材需要の応じ
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た維持的・安定的な木材等の生産が可能となる資源構成になるよう努めるものとする。 

なお、特に効率的な施業が可能な森林の区域のうち人工林については、原則として、

皆伐後には植栽による更新を行うものとする。 

 

３ その他必要な事項 

  該当なし 
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別表１ 

＊県有林の植樹貸地は民有林に含まれる 

＊民有林は、地域森林計画対象森林のうち、県有林を除いた森林 

区分 森林の区域 面積（ha） 

水源の涵養の機能の維持増

進を図るための森林施業を

推進すべき森林 

県
有
林(

ａ) 

102～114,115-1,116～205,207～210,216, 

217林班 

ただし、以下の小班を除外する 

(108い 10,ろ 6,13～16,109い 2,5～7,110

い 1,4,6,7,ろ 3,4,10,14,111 い 1,4,は 

4,5,8,9,ろ 1,2,116 い 4～6,ろ 2,117 に 

4,へ 2,ほ 3,4,118い 4,5,7,8,へ 2,ほ 2～

4,6,ろ 1～3,8,9,119 い 3,9,10,12～17,は 

5,120 い 1,2,4～6,は 1,2,ろ 1～3,121 い 

2,3,6～9,123い 8,は 11,ろ 1～4,7,124い 

7,125に 2,3,は 1～3,9,126い 1,5,に 2～

5,7,8,12～14,へ 1,3,ほ 1～5,ろ 1,8,127

い 6,9,10,は 1～3,ろ 3～6,9,13,128 い 

4,6～10,13,ろ 7,8,129 い 1,5～9,に 2,4,

ろ 5,131 い 2,4～7,は 1～3,ろ 1～8,132

い  5～ 9,は  4～6,137 い  2,5,6,139 は 

7,140 ろ 9,10,141 い 1～3,9,10,ほ 5,142

は 3,ほ 3,5,143 い 1,2,9,10,は 2,ほ 2,4

～6,ろ 2,5,8,9,13,144 い 2,3,8,は 2～

6,8,145い 9,へ 2～4,6,7,ろ 2,4,7,146い 

11,ろ 3～6,147 い 1,5,に 1,4～8,10,は 

1,ほ 3,5,7,10,11,148 い 4～6,9～14,に 1

～ 3,5,は  1,4～ 8,10,ろ  1～ 6,149 い 

2,4,6,150 い  9,10, は  1 ～ 5,151 い

1,3,4,6,9～14,は 2,3,11,ろ 2,3,9,152 い 

9,は  1,3,8～ 10,ろ  1,2,4,6～ 8,153 い 

2,154 い 6～9,157 い 2～4,158 い 4,5,ろ 

2,4,159ろ 10,160い 1,11,12,ろ 8～10,161

い 3,4,6,ろ 4,5,162 い 2,4,6,7,9,ろ 1～

4,163 い 1,3,は 1,3,7,ろ 12,13,164 い 

4,5,9,167は 1,168は 2,3,6,8,ろ 2,3,169

い 1,3,5,6,に 1,2,は 1,3,4,ほ 1,2,ろ 

1,170 い 1,は 3～7,171 い 4,5,は 3,5,ろ 

4,12,172 い  1,5～ 9,11～ 13,は  1,3,ろ 

2,4,173 い 1,2,5,6,は 1,3,5,ろ 3,174 い 

3,4,ろ 3,4,6,175 い 3,4,6,9,に 2～4,ほ 

9,031.87 
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3,4,6,7,176 い 3,5,7～11,13,ろ 4,5,177

い 3,ろ 3,179い 11,181は 3～5,182は 1,

へ 4,8,ほ  5,7,ろ  1,8,10,183 は  2,ろ 

3,185 ほ 3,4,ろ 1,186 い 1,4,5,は 5,ほ 

4,7,187は 2,6,9～13,15,ろ 2～6,8,188い 

2,189 い 2,5,に 1,5,へ 3,194 に 8,ろ 

1,8,13,195 は 2,196 い 3,9,に 5,7,199 ほ 

7,200 ろ 2,3,209 い 1～48,に 1～8,は 1,

ろ 6,7,16,210 い 1～15,17～50,ち 1～3,

に 1～5,へ 2,ほ 1,2,216 い 1～3,5,7,16,

は  1,ろ  1,3,217 い  1,4,ち  1,と  1～

3,5,6,9, に  1 ～ 4,6,7, は  2, へ 

1,2,4,5,7,9,10,ほ 1～6,ろ 1,3) 

   

民
有
林(
a) 

1～137林班 

 

ただし、以下の県行分収林を除外する 

県行分収林 林班（台帳番号） 

8(1395),88(611) 

12,878.32 

  

 
 

小 計 21,910.19 

土地に関す

る災害の防

止及び土壌

の保全の機

能、快適な環

境の形成の

機能又は保

健文化機能

の維持増進

を図るため

の森林施業

を推進すべ

き森林 

 

土地に関す

る災害の防

止及び土壌

の保全の機

能の維持増

進を図るた

めの森林施

業を推進す

べき森林 県
有
林(

ｂ) 

102～114,115-1,116～205,207～210,216, 

217林班 
9,031.87  

ただし、以下の小班を除外する 

(108い 10,ろ 6,13～16,109い 2,5～7,110

い 1,4,6,7,ろ 3,4,10,14,111 い 1,4,は 

4,5,8,9,ろ 1,2,116 い 4～6,ろ 2,117 に 

4,へ 2,ほ 3,4,118い 4,5,7,8,へ 2,ほ 2～

4,6,ろ 1～3,8,9,119 い 3,9,10,12～17,は 

5,120 い 1,2,4～6,は 1,2,ろ 1～3,121 い 

2,3,6～9,123い 8,は 11,ろ 1～4,7,124 

い 7,125 に 2,3,は 1～3,9,126 い 1,5,に 

2～ 5,7,8,12～ 14,へ  1,3,ほ  1～ 5,ろ 

1,8,127 い  6,9,10, は  1 ～ 3, ろ  3 ～

6,9,13,128 い 4,6～10,13,ろ 7,8,129 い 

1,5～9,に 2,4,ろ 5,131 い 2,4～7,は 1～

3,ろ 1～8,132 い 5～9,は 4～6,137 い 

2,5,6,139 は 7,140 ろ 9,10,141 い 1～

3,9,10, ほ 5,142 は  3, ほ  3,5,143 い 

1,2,9,10, は  2, ほ  2,4 ～ 6, ろ 
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2,5,8,9,13,144 い 2,3,8,は 2～6,8,145 い 

9,へ 2～4,6,7,ろ 2,4,7,146 い 11,ろ 3～

6,147 い  1,5,に  1,4～ 8,10,は  1,ほ 

3,5,7,10,11,148 い 4～6,9～14,に 1～

3,5, は  1,4 ～ 8,10, ろ  1 ～ 6,149 い 

2,4,6,150 い  9,10, は  1 ～ 5,151 い

1,3,4,6,9～14,は 2,3,11,ろ 2,3,9,152 い 

9,は  1,3,8～ 10,ろ  1,2,4,6～ 8,153 い 

2,154 い 6～9,157 い 2～4,158 い 4,5,ろ 

2,4,159ろ 10,160い 1,11,12,ろ 8～10,161

い 3,4,6,ろ 4,5,162 い 2,4,6,7,9,ろ 1～

4,163 い 1,3,は 1,3,7,ろ 12,13,164 い 

4,5,9,167は 1,168は 2,3,6,8,ろ 2,3,169 

い 1,3,5,6,に 1,2,は 1,3,4,ほ 1,2,ろ 

1,170 い 1,は 3～7,171 い 4,5,は 3,5,ろ 

4,12,172 い  1,5～ 9,11～ 13,は  1,3,ろ 

2,4,173 い 1,2,5,6,は 1,3,5,ろ 3,174 い 

3,4,ろ 3,4,6,175 い 3,4,6,9,に 2～4,ほ 

3,4,6,7,176 い 3,5,7～11,13,ろ 4,5,177

い 3,ろ 3,179い 11,181は 3～5,182は 1,

へ 4,8,ほ  5,7,ろ  1,8,10,183 は  2,ろ 

3,185 ほ 3,4,ろ 1,186 い 1,4,5,は 5,ほ 

4,7,187は 2,6,9～13,15,ろ 2～6,8,188い 

2,189 い 2,5,に 1,5,へ 3,194 に 8,ろ 

1,8,13,195 は 2,196 い 3,9,に 5,7,199 ほ 

7,200 ろ 2,3,209 い 1～48,に 1～8,は 1,

ろ 6,7,16,210 い 1～15,17～50,ち 1～3,

に 1～5,へ 2,ほ 1,2,216 い 1～3,5,7,16,

は  1,ろ  1,3,217 い  1,4,ち  1,と  1～

3,5,6,9, に  1 ～ 4,6,7, は  2, へ 

1,2,4,5,7,9,10,ほ 1～6,ろ 1,3) 

 

民
有
林(

b) 

県行分収林  林班番号（台帳番号） 

1(420,458,529,800,1530,1752,1831,1895), 

4(991,1264),5(459,992,1531),7(2086), 

9(2087),10(993,1132),12(1263),13(1133, 

1134),14(698),15(460),16(799,891,892, 

995,1396),17(994),20(1397),25(150,151, 

893,1753,1832,1833),28(1131),29(897, 

1128,1129,1262,1398,1660),30(1130), 

696.67  
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31(1399,1400,1401),40(798,996),45(41, 

82,207,801,890,997),47(889),51(531), 

54(998,999),55(1001),56(2048),61(2011, 

2047),63(80,125,1897),65(1000),70(324), 

71(160,218,259,610,699,802,1402), 

72(894),79(1532,1661),85(280,530,612, 

895),86(363),87(255),90(79,120,121,134, 

155,156,178,249,269,281,422,803,896, 

1896),91(272,300,301,320,321),92(461), 

93(1535,1667,1755),94(1533,1534,1662, 

1663,1664,1665,1666),95(1754),98(1403), 

100(187),101(1536),112(421,614,804), 

113(86,2049,2088),114(613),116(2009, 

2010,2050),117(1394,2123),118(258), 

119(898,5036),120(201,1958),121(179), 

125(87),130(1529),131(1528),135(202, 

248,257),137(177) 

 
 

小 計 9,728.54  

 快適な環境

の形成の機

能の維持増

進を図るた

めの森林施

業を推進す

べき森林 

県
有
林(

ｃ) 

    

    

民
有
林(

c) 

    

 
 

小 計 0.00  

 保健文化機

能の維持増

進を図るた

めの森林施

業を推進す

べき森林 

県
有
林(

ｄ) 

133ろ 2,134ろ 4,138ろ 2,144い 1,は 9,10,

イ,ロ,145い 1,ほ 1,146は 1,147ろ 1,2,イ,

ロ,148イ,149ろ 1～4,イ,150ろ 1～4,イ,

ロ,151は 10,152い 1～4,6,167い 1～4,に

1,ほ 1,へ 1～5,イ 1,ハ 1～5,ニ 1,リ 1,

ヌ,170ろ 2,175ろ 1,2,イ,182に 1,2,ニ,183

い 1,184に 1,185ろ 2,186ろ 1,2,へ 1～4,

イ,187い 1,188は 1～3,イ,189は 1,ロ,190

と 1,191ろ 1,2,192ろ 1,193い 2,205い 5,6 

701.99  
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民
有
林(

d)
 

    

   小 計 701.99  

 うち生物多様性保全機

能の維持増進を図るた

めの森林施業を推進す

べき森林 

県
有
林(

ｅ) 

    

民
有
林(

e) 

    

 
 

小 計 0.00  

木材の生産機能の維持増進

を図るための森林施業を推

進すべき森林 

 

 

 

 

 

県
有
林(

f) 

108～111,116～129,131,132,135,137,139～ 

154,157～164,167～177,181～183,185～ 

189,194～196,198～200,206,209,210, 

216,217林班 

8,062.07 

民
有
林(

f) 

1～137林班 

 

12,886.65  

  

 
 

小 計 20,948.72  

 

うち特に効率的な 

施業が可能な森林 

県
有
林(

ｇ) 

  

  

民
有
林(

ｇ) 

  

 
 

小 計  
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別表２       

施業の方法 森林の区域 面積（ha） 

伐期の延長を推進すべき森林 
県
有
林 

別表１：県有林(a)に示す

区域全て 

9,031.87  

民
有
林 

別表１：民有林(a)に示す

区域全て 

12,878.32  

  小 計 21,910.19 

長伐期施業を推進すべき森林 県
有
林 

    

民
有
林 

   

  小 計 0.00 

複層林施業を推

進すべき森林 

複層林施業を推進すべき森

林（択伐によるものを除く） 
県
有
林 

別表１：県有林(b)及び(d)

に示す区域全て 

9,031.87     

民
有
林 

別表１：民有林（ｂ）に示

す区域全て 

696.67  

   小 計 9,728.54    

択伐による複層林施業を推

進すべき森林 
県
有
林 

    

民
有
林 

    

  小 計 0.00  
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第５ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

１ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針 

 本市の地形は概して急峻で、多くを占める個人森林所有者の所有森林の多くは５ha 未

満の小規模で、かつ分散的である。 

また、森林所有者の不在村化、世代交代の進行等により、森林施業に無関心な森林所有

者が増加し、境界のわからない森林も急速に増加していることから、このままでは、森林

の有する公益的機能の発揮に支障をきたすことが懸念される。 

    これらの森林においては、適切な森林施業を確保していく観点から、集落単位で、森林

所有者、集落リーダー、森林組合等職員、県林業普及指導員、フォレスター、及び市職員

等が参加する会合を開催する。この中で、今後の森林管理や林業経営のあり方について合

意形成を図り、意欲と実行力のある林業経営体等が森林所有者から委託を受けて、集約化

を促進する。 

    また、森林施業の集約化を進め、林業経営の合理化、効率化のため、森林経営計画を形

成するものとする。 

   

２ 森林の経営の受委託等による森林経営の規模の拡大を推進するための方策 

  委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施については、森林所有者等への働きかけ、

情報の提供や助言、斡旋などを推進し、意欲ある森林所有者、森林組合、林業事業体への

長期の施業等の委託を勧めるとともに林業経営の委託への転換を目指すこととする。その

際、長期の施業等の委託が円滑に進むよう、施行内容やコストを明示した提案型施業の普

及及び定着を促進する。 

  また、間伐等の適切な整備及び保全を推進するための条件整備として、境界の明確化や

森林情報の収集、関係者による情報の共有に努めるとともに、森林経営計画の作成などを

通じて計画的な施業の実施につなげる。 

 

３ 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項 

  森林の施業又は経営の受託を実施する際には、受託者である森林組合・林業事業体等と

委託者である森林所有者等が森林経営受委託契約を締結することとする。 

なお、森林経営受委託契約においては、森林経営の計画期間内（５年間）において、

自ら森林の経営を行うことができるよう造林、保育及び伐採に必要な育成権が付与され

るようにすることに加えて、森林経営計画が施業を行う森林のみならず、当面の施業を

必要としない森林に対する保護も含めた計画となるよう委託事項を適切に設定すること

に留意するほか、森林経営計画の実行・監理に必要な路網の設置及び維持運営などにつ

いて適切に設定することに留意する。 

 

４ 森林経営管理制度の活用に関する事項 

 森林所有者が自ら森林組合等に施業の委託を行うなどにより森林の経営管理を実行す

ることができない場合には、森林経営管理制度の活用を図り、森林所有者から経営管理

権を取得した上で、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に経

営管理実施権を設定するとともに、経営管理実施権の設定が困難な森林及び当該権利を
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設定するまでの間の森林については、森林環境譲与税を活用しつつ、市町村森林経営管

理事業を実施することにより、適切な森林の経営管理を推進する。 

 また、市町村森林経営管理事業で実施する森林整備に関する詳細事項は、「森林経営管

理意向調査全体計画」で定めるものとする。 

 

５ その他必要な事項 

該当なし 

 

 

第６ 森林施業の共同化の促進に関する事項 

  １ 森林施業の共同化の促進に関する方針 

    森林組合や林業事業体の施業を委託せず、複数の森林所有者等が自ら施業の共同化によ

り効率的な森林施業に取り組む場合、森林法第１０条の１１の９第１項に規定する施業実

施協定を締結することで、共同して実施する施業及びその分担割合、森林作業道や土場等

共同利用する施設の設置及び維持管理の方法等の共同化に関する事項が協定期間中担保

されるため、積極的に協定の締結を促進するもとのとする。これにあたっては、集落単位

で森林所有者等、集落リーダー、森林組合等職員、県林業普及指導員、フォレスター及び

市職員等が参加する会合を開催し、今後の森林管理や林業経営のあり方について合意形成

を図ることとする。 

 

２ 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策 

森林施業の共同化にあたっては、間伐等の施業や作業路網の維持運営等について重点的

に行うことする。 

    また、施業の共同化を進めるためには、森林施業に消極的な森林所有者に対して、地区

集会等への参加を呼びかけるとともに、その地区集会を利用して、また、不在村森林所有

者については、ダイレクトメール等を利用して、森林施業の重要性を認識させるとともに

林業経営への参画意欲の拡大を図り、施業実施協定への参画を促す。 

  

３ 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

① 共同して森林施業を実施しようとする者（以下「共同施業実施者」という。）は、一

体として効率的に施業を実施するのに必要な森林作業道、土場、作業場等の施設の設

置及び維持管理の方法並びに利用に関し必要な事項をあらかじめ明確にする。 

② 共同施業実施者は、共同して実施しようとする施業の種類に応じ、労務の分担又は

相互提供、林業事業体等への共同による施業委託、種苗その他の共同購入等共同して

行う施業の実施方法をあらかじめ明確にする。 

③ 共同施業実施者の一が①又は②により明確にした事項につき遵守しないことにより、

他の共同施業実施者に不利益を与え、または、森林施業の共同化の実効性が損なわれ

ることのないよう、あらかじめ、施業の共同実施の実効性を担保するための措置を明

確にする。 
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４ その他必要な事項 

該当なし 

 

 

第７ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

 １ 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項 

    効率的な森林施業を推進するための林地の傾斜区分や搬出方法に応じた路網密度の水

準は次のとおりとする。なお、路網密度の水準については、木材搬出予定箇所について適

用することとし、尾根、渓流、天然林等の除地には適用しないこととする。 

区分 作業システム 
路網密度 

基幹路網 細部路網 合計 

緩傾斜地 

（0°～15°） 

車両系 

作業システム 
３５以上 ６５以上 １００以上 

中傾斜地 

（15°～30°） 

車両系 

作業システム 
２５以上 ５０以上 ７５以上 

架線系 

作業システム 
２５以上 ０以上 ２５以上 

急傾斜地 

（30°～35°） 

車両系 

作業システム 
１５以上 ４５以上 ６０以上 

架線系 

作業システム 
１５以上 ０以上 １５以上 

急峻地 

（35°～  ） 

架線系 

作業システム 
５以上 ０以上 ５以上 

 

    また、地形傾斜に応じた搬出方法や路網と高性能林業機械を組み合わせた効率的な作業

システムは、表１及び表２を参考例として、現地の状況や経営形態等を勘案して選択する

ものとする。 

 

  表１ 低コスト作業システムの分類例 

① ハーベスタ＋（グラップル）＋フォワーダ 

車両系 

② チェーンソー＋グラップル木寄せ＋プロセッサ＋フォワーダ 

③ 
チェーンソー＋グラップル（ウィンチ）木寄せ＋プロセッサ＋フォワー

ダ 

④ チェーンソー＋（グラップル）＋スキッダ＋プロセッサ 

⑤ チェーンソー＋プロセッサ＋フォワーダ 

⑥ チェーンソー＋スイングヤーダ＋プロセッサ＋（フォワーダ） 
架線系 

⑦ チェーンソー＋タワーヤーダ＋プロセッサ＋（フォワーダ） 
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  表２ 低コスト作業システム選択表 

地形 路網密度 
最適と見込むシステ

ム 
備考 

緩 

密 
① 

車両系 
② 

中 
③ 

④ 

中 

密 
⑤ 

車両系 ② 

中 
③ 

⑥ 架線系 

急 

密 ③ 車両系 

中 ⑥ 
架線系 

疎 ⑦ 

 

 ２ 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 

   該当なし 

 

３ 作業路網の整備に関する事項 

  （１） 基幹路網に関する事項 

   ア 基幹路網の作設にかかる留意点 

    安全の確保、土壌の保全等を図ため、適切な規格・構造の路網の整備を図る観点等から、

林道規程（昭和４８年４月１日付け４８林野道第１０７号林野庁長官通知）、又は林業専

用道作設指針（平成２２年９月４日付け２２林整整第６０２号林野庁長官通知)を基本

とした山梨県林業専用道作設指針に則り開設することとする。 

 

   イ 基幹路網の整備計画 

    基幹路網の開設・拡張に関する計画については、別表のとおりとする。 
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 単位 延長：ｋｍ 面積：ｈａ 

開設／拡張 種類 区分 
位置 

（市町村） 
路線名 

（延長及び 

箇所数） 

（利用区 

域面積） 

前半 5ヵ年 

の計画箇所 

対図 

番号 
備考 

開設 自動車道 林道 大月市 大蔵沢大鹿 4.0  1,224 ○    

開設 自動車道 林道 大月市 扇山 0.2  267      

開設 自動車道 林道 大月市 大鹿 0.5  192      

開設 自動車道 林道 大月市 峰山 0.3  42      

開設 自動車道 林道 大月市 百蔵 0.5  117      

開設 自動車道 林道 大月市 梁川 0.3  92      

開設 自動車道 林道 大月市 清水入 0.5  40      

開設 自動車道 林道 大月市 朝日小沢 0.5  53      

開設 自動車道 林道 大月市 札金 0.6  280      

開設 自動車道 林道 大月市 原入 0.5  91      

開設 自動車道 林道 大月市 側子峠 0.7  133      

開設 自動車道 林道 大月市 滝子沢 0.7  81      

開設 自動車道 林道 大月市 梅久保 0.5  31      

開設 自動車道 林道 大月市 大入 0.5  65      

開設 自動車道 林道 大月市 宮谷沢 0.5  51      

開設 自動車道 林道 大月市 大沢川 0.5  73      

開設 自動車道 林道 大月市 桑西 0.5  65      

開設 自動車道 林道 大月市 奈良子大峠 0.5  80      

開設 自動車道 林道 大月市 鈴懸大地峠 4.0 1,000 
 

 
 

開設 自動車道 林道 大月市 奈良子小金沢 3.0 820 〇   

開設 自動車道 林道 大月市 刈屋野 1.0 100    

開設 自動車道 林業専用道 大月市 船窪１号支線 1.8  70 
 

 
 

開設 自動車道 林業専用道 大月市 大蔵沢大鹿１号支線 1.2 150      

開設(改築) 自動車道 林道 大月市 黒野田 (2.0) 1,925      

開設(改築) 自動車道 林道 大月市 奈良子 (2.0) 2,290      

開設(改築) 自動車道 林道 大月市 真木小金沢 (2.0) 4,115 
 

   

開設(改築) 自動車道 林道 大月市 富士東部（北） (6.5) 1,313     

小計 
(4) (12.5)        

23 23.3        

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 黒野田 1.0  1,925 ○    

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 真木小金沢 4.0  4,115 ○    

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 奈良子 5.0  2,290 ○    

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 土室日川 1.0  1,813  
 

   

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 焼山沢真木 1.0  939 
 

   

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 遅能戸 1.0  487 ○    
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拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 金山 2.0  504      

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 小金沢山 1.0  355      

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 富士東部（北） 1.0  1,313 ○    

 
    

 単位 延長：ｋｍ 面積：ｈａ 

開設／拡張 種類 区分 
位置 

（市町村） 
路線名 

（延長及び 

箇所数） 

（利用区 

域面積） 

前半 5ヵ年 

の計画箇所 

 
備考 

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 大入 1.3  120      

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 越又 0.5  266      

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 追分 0.5  189      

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 橋倉 1.2  98      

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 林 0.8  102      

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 大久保袴着 0.5  136      

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 鈴懸峠 1.0  282      

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 扇山 1.2  194      

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 宮谷 1.2  200      

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 奥山 0.3  175      

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 大鹿 0.3  192      

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 大蔵沢大鹿 5.0  1,224      

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 葛野川 3.8  48    

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 松姫峠 7.7 169    

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 山中沢線 0.1 39    

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 穴沢線 0.1 135    

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 清水入線 0.1 88    

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 朝日小沢線 0.1 53    

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 側子峠線 0.1 133    

拡張（改良） 自動車道 林道 大月市 立野線 0.1 10    

小計 29 42.9        

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 奈良子 5.0  2,290 ○    

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 焼山沢真木東 3.0  939      

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 扇山 1.2  194      

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 船橋 1.0  75      

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 橋倉 1.7  98      

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 高川山 0.7  89      

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 大久保袴着 2.0  136      

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 百蔵 1.0  117      

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 大田沢 0.5  140      

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 清水入 2.0  88      

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 原入 1.0  195      

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 中野 0.3  2      
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拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 立野 0.2  10      

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 奥山 4.3  175      

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 花咲山 1.0  152      

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 穴沢 1.0  152      

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 浅川棚頭 0.5  577      

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 塩瀬 0.3  2      

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 大鹿 4.1  192      

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 側子峠 2.3  133      

拡張（舗装） 自動車道 林道 大月市 大沢川 0.9  73      

小計 21 34.0         
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ウ 基幹路網の維持管理に関する事項 

      大月市が作設した基幹路網については大月市を管理者とし、「森林環境保全整備事業実施要

領」（平成１４年３月２９日付け１３林整整第８８５号林野庁長官通知）等に基づき、台帳を

作成して適切に管理する。 

  

  （２） 細部路網に関する事項 

   ア 細部路網の作設に係る留意点 

     木材の効率的かつ継続的な搬出には、森林作業道の整備が不可欠である。本市では、これま

でも作業路網の開設に積極的に取り組んできたところであるが、今後、高性能林業機械の導入

を図り、より効率的な施業を行うため、これまで以上に森林作業道の整備に取り組むこととす

る。 

開設に当たっては、森林作業道作設指針（平成２２年１１月１７日付け林整整第６５６号林

野庁長官通知）に基づき現場の状況に応じて作設することが第一であるが、コスト縮減の観点

から、できるだけ簡易であり長持ちする（維持修繕コストがかからない）構造とする。 

 

   イ 細部路網の維持管理に関する事項 

山梨県森林作業道作設指針に基づき、森林作業道が継続的に利用できるよう適正に管理する

こととする。 

 

４ その他必要な事項 

   該当なし 

 

 

第８ その他必要な事項 

１ 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

 （１）林業に従事する者の養成及び確保の方向 

      現在、林業後継者が不足し林業労働者の高齢化が急速に進行している。このような状況の

中、若年林業技術者を育成するために、労働環境の向上を図るものとする。 

      具体的には、意欲と能力のある林業事業体等による森林経営の集約化、並びに、農業等の

複合経営による林業経営の健全化及び安定化を目標とし、林業専用道、森林作業道等の路網

整備や高性能林業機械の導入による生産コストの低減及び労働強度の低減を図るものとする。 

      また、作業の合理化及び効率化に努める一方、森林組合の作業班の編成を見直すことで体

質改善を図り、組合員と密着した協同組合として機能を十分発揮できるよう、各種事業の受

委託拡大及び労働班の雇用の通年化と近代化に努めるものとする。 

 

（２）林業労働者及び林業後継者の育成方策 

①林業労働者の育成 

林業労働者の育成については、林業経営の安定と経済性の向上を図り、山づくりへの意欲 
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を起こさせること、働く者にとって他産業と同等以上の雇用条件を保障することが重要であ 

る。そのため、林業労働者の社会保険等への加入の促進、通年雇用や月給制の導入、就労施

設の整備など労働条件の改善及び雇用の安定化に努める。 

      また、各種研修を実施して、新規就労者の技術向上をフォローする体制を整備する。 

 

②林業後継者の育成 

農業を含む農林業後継者は、労働加重による労働環境条件の厳しさ及び収入が不安定であ 

ることなどから、現状では大きく増加することは期待できない。 

このため、林業の担い手として森林組合への期待が大きくなっており、森林組合の体質を 

改善し、協同組合としての機能を十分発揮できるように育成強化する。 

    また、県内外の木材市況の動向把握に努め、情報を提供するとともに、木材消費の開拓に 

ついて市として検討することとし、林業経営の魅力を高めるようにする。 

      さらに、各種林業補助施策の導入について検討し、林業の活性化と林業従事者の生活環境 

の整備を図るとともに、施業実験林等による林業技術等の啓発、特用林産物の開発に努める。 

      なお、林業後継者の活動の拠点となる施設の整備については、次表のとおりである。 

 

○活動拠点施設の整備 

施 設 の 種 類  位   置 規模[㎡] 利 用 組 織 対図番号 備 考 

吉 久 保 集 会 所 笹子町吉久保地区 140.77  林 業 従 事 者  ①  

間 明 野 集 会 所 大月町真木地区 151.03  林 業 従 事 者  ②  

東 奥 山 集 会 所 賑岡町奥山地区 115.93  林 業 従 事 者  ③  

宮 谷 集 会 所 富浜町宮谷地区 173.90  林 業 従 事 者  ④  

原 集 会 所 梁 川 町 原 地 区 87.77  林 業 従 事 者  ⑤  

浅 川 集 会 所 七保町浅川地区 79.50  林 業 従 事 者  ⑥  

 

（３）林業事業体の体質強化方策 

      本市の林業の担い手である大月市森林組合においては、森林所有者と施業の長期受委託契

約による事業量の確保、経営の多角化による事業の拡大を図ることによる就労の安定化、近

代化を図る。 

      また、労務班員の労働安全の確保、月給制、休日の導入及び各種社会保険への加入による

勤務体系、賃金体系の改善を図り、広域就労の推進等による雇用の通年化に努め、あわせて

林業者の定住化を促進するものとする。 

さらに、林業技術等の啓発、普及および後継者の育成に努める。 

 

２ 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 

（１）林業機械化の促進方向 

      本市の人工林は９～１２齢級が大半であり、今後、主伐及び伐期の長期化に伴う高齢級間

伐の推進が緊急の課題となっている。 
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しかし、林家の経営は零細で、さらに林業就労者の減少及び高齢化が進行している。 

      このような状況の中で、労働生産性及び安全性の向上、労働強度の軽減及び生産コストの

低下を図るためには、林業の機械化を促進することが必要であり、高性能機械を主体とする

林業機械の導入目標を次に示す。 

ただし、高性能林業機械は高価であるので、導入に当たっては、経営状況、今後の路網の

整備計画及び機械の能力を十分に発揮することができるだけの事業量の確保の可否等を十分

に検討すること。 

 

（２）高性能林業機械を主体とする林業機械の導入目標 

      小規模で作業地が分散している現状や、林内路網密度等を勘案すれば、チェーンソー伐倒

造材とタワーヤーダ集材等を組み合わせた作業地分散・中距離集材型の林業機械作業システ

ムが適当であると考えられる。 

     また、将来的には、林業事業体の活動状況等を踏まえ、緩傾斜地などについては、高性能

林業機械の導入が望ましい。 

 

作 業 の 種 類 現  状 将  来 

伐倒 

造材 

集材 

〔急傾斜地〕 

市内一円 

全木集材 チェーンソー＋小型集材機＋プロセッサ チェーンソー＋タワーヤーダ（スイングヤーダ）

＋プロセッサ 

全幹集材 チェーンソー＋小型集材機＋プロセッサ チェーンソー＋タワーヤーダ（スイングヤーダ）

＋プロセッサ 

短幹集材 チェーンソー＋ウインチ付グラップル＋フォ

ワーダ 

チェーンソー＋ウインチ付グラップル＋フォワー

ダ 

〔緩傾斜地〕 

市内一円 

全木集材 チェーンソー＋ウインチ付グラップル＋チェ

ーンソー＋（フォワーダ） 

チェーンソー＋ウインチ付グラップル＋プロセッ

サ＋（フォワーダ） 

全幹集材 チェーンソー＋ウインチ付グラップル＋チェ

ーンソー＋（フォワーダ） 

チェーンソー＋ウインチ付グラップル＋プロセッ

サ＋（フォワーダ） 

短幹集材 チェーンソー＋グラップル＋フォワーダ ハーベスタ＋（グラップル）＋フォワーダ 

造林 

保育 

地拵、下刈  チェーンソー、刈払機、グラップル チェーンソー、刈払機、グラップル、自走式刈払

機 

枝打ち  人力 人力 

 

（３）林業機械化の促進方策 

① 施業地の団地化を図り、施業の共同化及び受委託契約による施業の集約化により事業量を

確保する。 

② 高性能林業機械をはじめとする車両系機械の導入を前提とした作業道・路の整備を図る。 

③ 高性能林業機械のオペレーターを育成するための研修会等への積極的な参加を促進し、機

械の能力を最大限活用できるようオペレーターの質的向上を図る。 
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④ 林業普及指導員、フォレスター等と相談して、現地に最適な機械の組み合わせを検討する。 

⑤ 高性能林業機械の購入が難しい場合は、リース機の活用も検討する。 

⑥ 場合によっては他の森林組合及び事業体と共同による機械の購入を検討する。 

 

３ 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 

   本市における素材の生産流通・加工については、東部地域の拠点施設の甲斐東部材木材団地（原 

木市場・製材工場・プレカット工場）があるものの、森林所有者の大部分が小規模所有者であるこ 

とと、近年森林資源が充実しているにも関わらず、林業採算性の悪化により伐り控えが生じたため 

原木供給量が安定しなかったことから素材生産・加工は伸び悩んだ状況が続いている。 

   木材の流通に対する施策としては、利用間伐を中心にその計画的な実行を図り、間伐材の搬出に 

努め、公共工事等における新たな需要の開発を検討し、間伐材の有効利用を目指す。 

 

○林産物の生産（特用林産物）・流通・加工・販売施設の整備計画 

施 設 の 種 類  

現 況 （ 参 考 ）  計  画 

位 置 規 模 対図番号 位 置 規 模 
対図番

号 

原 木 市 場  
初狩町中初狩

字 近 ヶ 坂  
24,170ｍ２ 

 

 

  

製 材 工 場   

プレカット工場   

 

 ４ その他必要な事項 

大月市笹子町で稼働をしている民間のバイオマス発電会社である、大月バイオマス発電への未利

用材の供給など、木質バイオマスの有効利用についても検討を進めていく。 

 １ 
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Ⅲ 森林の保護に関する事項 

 第１ 鳥獣害の防止に関する事項 

  １ 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

  （１）区域の設定 

        鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森林の区域(以下「鳥獣害防止森林区域」という。)

の対象とする鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)は、ニホンジカとする。 

    鳥獣害防止森林区域の対象とする森林は、「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について」

(平成２８年１０月２０日付け２８林整研第１８０号林野庁長官通知)に基づき、対象鳥獣による

食害や剥皮等の被害がある森林又はそれらの被害がある森林の周辺に位置し、被害発生のおそれ

のある森林であって、人工林を基本とし、別表３のとおりとする。 

   （２）鳥獣害の防止の方法 

    森林の適確な更新及び造林木の確実な育成を図るため、次のア又はイに掲げる鳥獣害防止対策

を地域の実情に応じて、単独又は組み合わせて推進するものとする。 

     ア 植栽木の保護措置  

       防護柵の設置又は維持管理、幼齢木保護具の設置、剥皮防止帯の設置、忌避剤の散布、

現地調査等による森林のモニタリングの実施等 

     イ 捕獲 

       わな捕獲（ドロップネット、くくりわな、囲いわな、箱わな等によるものをいう）、誘引

狙撃等の銃器による捕獲等の実施 

これらの被害対策は特に人工植栽が予定されている森林を中心に推進するものとする。また、

アに掲げる防護柵は倒木等により破損した場合には適宜修繕し、被害防止効果が継続して発揮さ

れるよう努めるとともに、鳥獣害防止対策の実施に当たっては鳥獣保護管理施策や農業被害対策

等と連携・調整を図るものとする。 

 

別表３ 

対象鳥獣の種類 森林の区域 面積（ｈａ） 

ニホンジカ 県有林 

 

１１７～１２５，１３６， 

１３７，１３９， 

１４１～１４４， 

１４８～１７７，１８２， 

１８３，１８５～１９１， 

１９７～２０４林班 

11,723.15 

 

民有林 

 

１～５，７，８，１７～２０， 

２２～３５，３７， 

４２～４７，４９～５８，６０， 

６４～６７，９４～９６林班 

 

２ その他必要な事項 

     鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止の方法の実施状況の確認については、必要に応

じて現地調査によるほか、区域内で森林施業を行う林業事業体や森林所有者等からの情報収集

等により行うとともに、鳥獣害の防止の方法が実施されていない場合は、森林所有者等に対す

る助言・指導等を通じて鳥獣害の防止を図る。 
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     また、必要に応じて現地調査によるほか、区域内で森林施業を行う林業事業体や森林所有者

等からの情報収集等により野生鳥獣の行動把握、被害状況把握等を実施することとする。 

 

 

第２ 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項 

 １ 森林病害虫等の駆除及び予防の方法 

  （１）森林病害虫等の駆除及び予防の方針及び方法 

     松枯れ被害対策については、森林病虫害等防除法に基づいて被害の発見や駆除に努める。 

また、カシノナガキクイムシによるナラ枯れについては、令和元年度に県内で初めて被害が

確認され、本市域内でも令和３年度に初めて被害が確認された。ナラ枯れ被害まん延防止のた

め、国、県、森林組合等の関係機関と連携を図りながら、被害の監視や防除の実施など、被害

の状況に応じた適切な防除対策を実施する。 

ナラ枯れ被害跡地については、状況に応じて、枯損木の伐倒処理を行い、倒木や枝折れによ

る二次被害防止を図りながら里山再生に努めるものとする。 

隣接自治体において被害が発生していることから被害が拡大した際、早期発見できるよう、

特に被害の発見しやすい梅雨明けから９月頃にかけて巡視活動を行うなど、被害調査の強化に

努める。 

なお、森林病害虫等のまん延防止のため緊急に伐倒駆除する必要が生じた場合等については、

森林所有者の理解を得ながら、伐採の促進に関する指導を行うこととする。 

 

  （２）その他 

     森林病害虫等による被害の未然防止や早期発見等のため、県や森林組合、森林所有者等との

情報の共有など、連携に努めることとする。 

 

２ 鳥獣害対策の方法（第１に掲げる事項を除く。） 

   近年、市内の里山地域で、クマ等の獣害が多発しており、農林業に与える影響が甚大となって

いる。補助事業を有効に活用し、防護柵の設置、藪の刈り込み、里山林の除伐、間伐による見通

しの確保を実施し、被害の拡大を防止する。 

 

３ 林野火災の予防の方法 

林野火災については、冬～春にかけての山火事の発生しやすい時期を中心に山火事防止パトロ 

ールを実施し、地域住民や入山者に対する防火意識の啓発等を行い、未然防止に努める。 

 

４ 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項 

森林病害虫の駆除等のために火入れを実施する場合は、森林法、大月市火入れに関する条例等、 

関係法令を遵守する。 
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 ５ その他必要な事項 

   （１）病害虫の被害を受けている等の理由により伐採を推進すべき林分 

森林の所在 伐採を促進すべき理由 備考 

該当なし   

    ※ なお、病害虫のまん延のため、緊急に伐倒駆除する必要が生じた場合については、ここに

定める森林以外の森林であっても、伐採の促進に関する指導を行うことがある。 

 

 

Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項 

  １ 保健機能森林の区域 

    該当なし 

 

  ２ 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法 

    該当なし 

 

 ３ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備 

    （１）森林保健施設の整備 

       該当なし 

 

    （２）立木の期待平均樹高 

       該当なし 

  

  ４ その他必要な事項 

    該当なし 

 

Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 

１ 森林経営計画の作成に関する事項 

（１）森林経営計画の記載内容に関する事項 

森林経営計画を作成するに当たり、次に掲げる事項について適切に計画するものとする。 

ア Ⅱの第２の３の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林においては、主伐後の植栽 

イ Ⅱの第４の公益的機能別施業森林の施業方法 

ウ Ⅱの第５の３の森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項及びⅡの第６の３

の共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

エ Ⅲの森林の保護に関する事項 

なお、経営管理実施権が設定された森林については、森林経営計画を樹立して適切な施業

を確保することが望ましいことから、経営管理実施権配分計画が公告された後、林業経営者

は、当該森林について森林経営計画の作成に努めるものとする。 
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（２）森林法施行規則第３３条第１号ロの規定に基づく区域 

区域名 林班 区域面積（ｈa） 

藤崎他 
県有林 102～109 

1,473.52 
民有林 111～122 

大月他 
県有林 110～115-1 

1,287.14 
民有林 39～41，123～137 

浅川他 
県有林 206～208 

1,128.21 
民有林 85～92 

奈良子他 
県有林 168～179 

2,461.63 
民有林 54～65 

奥山他 
県有林 157～167 

1,898.3 
民有林 35，36，42～53 

葛野他 
県有林 209，210 

1,707.24 
民有林 93～110 

瀬戸 
県有林 － 

2,174.55 
民有林 66～84 

真木 
県有林 140～156 

2,571.58 
民有林 27～34 

初狩他 
県有林 216，217 

1,004.79 
民有林 21～26、37,38 

白野 
県有林 129～139 

1,846 
民有林 13～20 

黒野田 
県有林 116～128 

2,629.63 
民有林 1～12 

小金沢土室 
県有林 180～205 

3,896.22 
民有林 － 

※ 民有林は地域森林計画対象森林のうち県有林以外の森林であり、植樹用貸地は民有林に民林 

      林に含まれる。 

なお 、経営管理実施権が設定された森林については、森林経営計画を樹立して適切な施業を

確保することが望ましいことから、経営管理実施権配分計画が公告された後、林業経営者は、

当該森林について森林経営計画の作成に努めるものとする。 

 

   ２ 生活環境の整備に関する事項 

     該当なし 

   

 ３ 森林整備を通じた地域振興に関する事項 

     該当なし 
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４ 森林の総合利用の推進に関する事項 

     昭和48年自然環境保全条例に基づき、小金沢地区は、小金沢自然保存地区に指定されるとと

もに、深城ダム周辺は水源かん養林として貴重な森林であり、森林の持つ特性を踏まえ、地域

住民から都市住民までが自然景観や森林の生態系にふれあうことのできるふれあいの場として

の整備が期待されている。 

また、真木小金沢林道沿いには、シオジの天然林を中心に原生林が生育し、美しい自然が現

存していることから、この自然を活かした総合利用も期待されている。 

 

５ 住民参加による森林の整備に関する事項 

（１） 地域住民参加による取組に関する事項 

       市民の森林に対する関心は年々高まってきており、森林・林業についての知識を高めるこ 

とや、下刈り、枝打ちなどの森林施業の体験を希望する人も増加している。 

このため、住民参加により市内の里山林整備や森林の整備事業等に対して支援をしていく 

ものとする。 

（２） 上下流連携による取組に関する事項 

        桂川・相模川は山梨県内では桂川 、神奈川県内では相模川と呼ばれ、本市をはじめ上下 

流域の暮らしを支える水として水道・農業・発電等様々に使われ、また流域外の大都市の水 

源としても重要な役割を果たしている。 

このようなことから、水源の造林造成に参加してもらうように積極的に働きかけ、森林づ 

くりへの直接参加しようとする気運が近年高まっていることから、ボランティア団体等から

森林作業実施場所についての斡旋依頼があった場合は、市として場所の選定、森林所有者に

対する説明を十分に行う等、斡旋活動に積極的に取り組むこととする。 

また、地域住民がボランティア団体の森林整備活動の指導者として活躍することが期待さ

れる。 

 

６ 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項 

森林所有者の探索や意向調査を実施し、必要に応じて市町村森林経営管理事業を計画して

いく。 

 

７ その他必要な事項 

（１） 法令等により施業について制限を受けている森林の施業方法 

ア 保安林の施業方法 

     森林法第 33条の規定により定めた指定施業要件に基づいて行うものとするが、保安林

内において立木竹の伐採等を行う場合には、森林法第 34条により知事の許可（森林法第

34 条の２第１項に規定する択伐の場合または同法第 34 条の３第１項に規定する間伐の

場合にあっては、あらかじめ知事に伐採立木材積・伐採方法または間伐材積・間伐方法
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その他農林水産省令で定める事項を記載した択伐または間伐の届出書の提出）が必要で

ある。 

なお、指定施業要件は個々の保安林ごとに定められているが、その主なものは次のと

おりである。 

 

種類 伐採方法 伐採の限度 更新方法 

水 

源 

か 

ん 

養 

保 

安 

林 

１) 原則として伐採種の指定

はしない。 

   ただし、林況が粗悪な森 

林並びに伐採の方法を制限 

しなければ、急傾斜地、保 

安施設事業の施行地等の森 

林で土砂が崩壊し、または 

流出するおそれがあると認 

められるもの及びその伐採 

跡地における成林が困難に 

なるおそれがあると認めら 

れる森林にあっては択伐と 

する。（その程度が特に著し 

いと認められるものにあっ 

ては禁伐とする。） 

２) 主伐は原則として標準伐

期齢以上のものとする。 

３) 間伐により伐採できる箇

所は、注１による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１) 伐採年度ごとに皆伐によ

る伐採をすることができる

面積の合計は、伐採年度ご 

とに公表された皆伐面積の 

範囲内であり、１箇所当た 

りの面積の限度は20ha以内 

で、当該保安林の指定施業 

要件に定められた面積とす 

る。 

２) 択伐により伐採すること

ができる立木材積の限度は、

注２による。 

３) 間伐により伐採すること

ができる立木材積の限度は、

原則として注３によるが当

該保安林の指定施業要件に

定められた範囲内とする。 

１) 満１年生以上の苗を、お 

おむね１ha当たり伐採跡地

につき的確な更新を図るた

めに必要なものとして注４

により算出される植栽本数

以上の割合で均等に植栽す

るものとする。 

２)  伐採が終了した日を含む

伐採年度の翌伐採年度の初

日から起算して２年以内に

植栽するものとする。 

３)  指定樹種を植栽するもの

とするが、指定施業要件で 

定めのないものについては

この限りでない。 
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種類 伐 採 方 法 伐採の限度 更 新 方 法  

土 

砂 

流 

出 

防 

備 

保 

安 

林 

１) 原則として択伐とする。 

   ただし、保安施設事業の 

施行地の森林で地盤が安定 

していないもの、その他伐 

採すれば著しく土砂が流出 

するおそれがあると認めら 

れる森林にあっては禁伐と 

する。 

また、地盤が比較的安定 

している森林にあっては、 

伐採種の指定はしない。 

２) 主伐は原則として標準 

伐期齢以上のものとする。 

３) 間伐により伐採できる 

箇所は、注１による。 

１) 伐採年度ごとに皆伐によ

る伐採をすることができる

面積の合計は、伐採年度ご 

とに公表された皆伐面積の 

範囲内であり、１箇所当た 

りの面積の限度は10ha以内 

で、当該保安林の指定施業 

要件に定められた面積とす 

る。 

２) 択伐により伐採するこ 

とができる立木材積の限 

度は、注２による。 

３) 間伐により伐採するこ 

とができる立木材積の限 

度は、原則として注３に 

よるが当該保安林の指定 

施業要件に定められた範 

囲内とする。 

 

１) 満１年生以上の苗を、お 

おむね１ha当たり伐採跡地 

につき的確な更新を図るた 

めに必要なものとして注４ 

により算出される植栽本数 

以上の割合で均等に植栽す 

るものとする 

２) 伐採が終了した日を含 

む伐採年度の翌伐採年度 

の初日から起算して２年 

以内に植栽するものとす 

る。 

３) 指定樹種を植栽するも 

のとするが、指定施業要 

件で定めのないものにつ 

いてはこの限りでない。 

水 

害 

防 

備 

保 

安 

林 

１) 原則として択伐とする。 

   ただし、林況が粗悪な森 

林及び伐採すればその伐採

跡地における成林が著しく 

困難になるおそれがあると 

認められる森林にあっては、

禁伐とする。 

２) 主伐は原則として標準 

伐期齢以上のものとする。 

３) 間伐により伐採できる 

箇所は、注１による 

 

 

１) 択伐により伐採すること

ができる立木材積の限度は、

注２による。 

２) 間伐により伐採すること

ができる立木材積の限度は、

原則として注３によるが当

該保安林の指定施業要件に

定められた範囲内とる。 
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種類 伐 採 方 法  伐採の限度 更 新 方 法  

風 

致 

保 

安 

林 

１) 原則として択伐とする。 

   ただし、風致の保存のた 

め特に必要があると認めら

れる森林あっては禁伐とす 

る。 

２) 主伐は原則として標準伐

期齢以上のものとする。 

３) 間伐により伐採できる箇

所は、注１による。 

 

１) 択伐により伐採すること

ができる立木材積の限度は、

注２による。 

２) 間伐により伐採すること

ができる立木材積の限度は、

原則として注３によるが当

該保安林の指定施業要件に

定められた範囲内とする。 

 

保 

健 

保 

安 

林 

１) 原則として択伐とする。 

   ただし、伐採すればその 

伐採跡地における成林が著 

しく困難になるおそれがあ 

ると認められる森林にあっ 

ては、禁伐とする。また、 

地域の景観の維持を主たる 

目的とする森林のうち、主 

要な利用施設または眺望点 

からの視界外にあるものに 

あっては、伐採種の指定は 

しない。 

２) 主伐は原則として標準 

伐期齢以上のものとする。 

３) 間伐により伐採できる 

箇所は、注１による。 

１) 伐採年度ごとに皆伐によ

る伐採をすることができる 

面積の合計は、伐採年度ご 

とに公表された皆伐面積の 

範囲内であり、１箇所当た 

りの面積の限度は10ha以内

で、当該保安林の指定施業 

要件に定められた面積とす

る。 

２) 択伐により伐採すること

ができる立木材積の限度は、

注２による。 

３) 間伐により伐採すること

ができる立木材積の限度は、 

原則として注３によるが当 

該保安林の指定施業要件に 

定められた範囲内とする。 

 

１) 満１年生以上の苗を、お 

おむね１ha当たり伐採跡地

につき的確な更新を図るた

めに必要なものとして注４

により算出される植栽本数

以上の割合で均等に植栽す

るものとする 

２)  伐採が終了した日を含む

伐採年度の翌伐採年度の初

日から起算して２年以内に

植栽するものとする。 

３)  指定樹種を植栽するもの

とするが、指定施業要件で 

定めのないものについては

この限りでない。 

 (注）１ 伐採をすることができる箇所は、原則として樹冠疎密度が 10分の８以上の箇所であ

ること。 

(注）２  伐採年度ごとに択伐による伐採をすることができる立木の材積は、原則として当該伐

採年度の初日におけるその森林の立木の材積に相当する数に次により算出される※択伐
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率を乗じて得た数に相当する材積を超えないものとする。 

※ 択伐率 

（１）択伐率は、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から前回の択伐を終

えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を、当該伐採年度の初日における

当該森林の立木の材積で除して算出するものとする。 

ただし、その算出された率が 10分の３を超えるときは、10分の３とする。 

（２）伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林についての

択伐率は、前項（１）の規定にかかわらず、同項本文の規定により算出された率また

は＜附録式＞により算出された率のいずれか小さい率とする。 

ただし、その率が 10分の４を超えるときは、10分の４とする。 

＜附録式＞  

Ｖｏ－Ｖｓ×（7/10） 

          Ｖｏ 

Ｖｏ：当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積 

Ｖｓ：当該森林と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして

算出される当該単層林の立木の材積 

(注）３  伐採年度ごとに間伐に係る伐採をすることができる立木の材積の限度は、原則として、

当該伐採年度の初日における森林の立木の材積の 10分の 3.5を超えず、かつ、その伐採

によりその森林に係る樹冠疎密度が 10分の８を下がったとしても、当該伐採年度の翌伐

採年度の初日から起算しておおむね５年後において、その森林の当該樹冠疎密度が 10分

の８までに回復することが確実であると認められる範囲内の材積とする。 

(注）４ 植栽本数は、おおむね１ha当たり樹種ごとに次の算式により算出された本数以上とす

る。 

ただし、3,000本を超えるときは、3,000本とする。 

基準となる植栽本数＝3,000×(5/Ｖ)2/3 

Ｖ：当該森林において、植栽する樹種ごとに、同一の樹種の単層林が標準伐期齢

に達しているものとして算出される１ha 当たりの当該単層林の立木の材積を標

準伐期齢で除して得た数値  
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前記算式に基づき試算した植栽本数を地位級ごとに示せば以下のようになる。 

Ｖ 5 6 7 8 9 10 11 12 

(5/Ｖ)2/3 1.000  0.886  0.800  0.732  0.676  0.630  0.592  0.558  

植栽本数 3,000 2,700 2,400 2,200 2,100 1,900 1,800 1,700 

Ｖ 13 14 15 16 17 18 19 20 

(5/Ｖ)2/3 0.529  0.504  0.481  0.461  0.443  0.426  0.411  0.397  

植栽本数 1,600 1,600 1,500 1,400 1,400 1,300 1,300 1,200 

また、択伐を実施した場合は、上記の本数に択伐率を乗じて算出した本数以上とする。 

（注）５  標準伐期齢は大月市森林整備計画で定める標準伐期齢による。 

 

イ 保安施設地区の施業方法 

原則として禁伐とする。 

ただし、森林法第 44条で定められた場合を除く。 

 

ウ 砂防指定地の施業方法 

     砂防指定地内において立木竹の伐採、竹木、土石等の滑下または地引きによる運搬

等を行う場合には、砂防法第４条及び山梨県砂防指定地管理条例第２条により、知事

の許可が必要である。  

  ただし、山梨県砂防指定地管理条例施行規則第２条により、面積が千平方メ－トル

未満の区域における竹木の間伐または択伐及び当該竹木の運搬については、知事の許 

可を要しない軽易な行為となる。なお、 森林の施業方法は、次のとおりとする。 

施 業 区 分  森 林 施 業 方 法 

伐採の方法 

(1) 砂防指定地における立木竹の伐採は原則として択伐によるものとする。

但し、河川・砂防及び治山施設の保全上悪影響を及ぼす恐れのある森林、

その他伐採すれば著しく土砂の流出する恐れがあると認められる森林にあ

っては禁伐とする。なお、渓流に沿った両岸20ｍ幅以内の区域及び渓流両

岸付近の伐採により崩壊の恐れのある地域以外で、地盤が比較的安定して

いて、著しく土砂の流出する恐れのない森林にあっては、伐採種は指定し

ない。 

(2) 土砂災害等を助長する皆伐は原則禁止とするが、やむを得ず皆伐による

伐採を行う場合は、上記の伐採種を指定しない地域内の森林で、一箇所の

皆伐面積が10haを超えない範囲とする。但し、伐採後は土砂が流出しない

よう必要な対策を講じるものとする。また、伐区は計画的に分散させるも

のとし、更新完了後でなければ接続して伐区を設定できないものとする。 
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(3) 伐根の掘り起こしは原則禁止とする。やむを得ず伐根の掘り起こしを行

う場合は、土砂が流出しないよう必要な対策を講じるものとする。 

伐採の限度 

及び更新方法 

 森林法の定める保安林の指定施業要件の基準を準用する。 

 

エ 急傾斜地崩壊危険区域の施業方法 

   急傾斜地崩壊危険区域内において立木竹の伐採等を行う場合には、急傾斜地の崩壊によ

る災害の防止に関する法律第７条により知事の許可が必要である。所有者等は、当該急傾

斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊が生じないように努めなければならない。 

 

オ 史跡名勝天然記念物に指定された区域の施業方法 

史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為に

ついては、文化財保護法第 125条並びに山梨県文化財保護条例第 35条により文化庁長官ま

たは県教育委員会の許可が必要である。 

 

カ 母樹または母樹林に指定された森林の施業方法 

特別母樹または特別母樹林は原則として禁伐である。 

ただし、林業種苗法第７条第１項により、農林水産大臣の許可を受けた場合はこの限り

でない。 

 

キ 自然環境保全地区等の施業方法 

① 自然保存地区 

自然保存地区の特別地区内において立木竹の伐採等を行う場合には、自然環境保全法

第46条及び山梨県自然環境保全条例第 13条第３項により知事の許可が必要である。 

   特別地区内での伐採は、伐採方法及び規模が伐採の行われる土地及びその周辺の土地

の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ない方法によるものについ

て許可するものとする。 

② 景観保存地区 

景観保存地区内において立木竹の伐採を行う場合には、山梨県自然環境保全条例第 15

条第１項により知事に届出が必要である。 

また、同条例第 23条により規則で定める基準を超える伐採を行う場合には「自然環境

保全協定」の締結が必要である。 

＜山梨県自然環境保全条例施行規則（第 11条）で定める基準＞ 
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ａ単木択伐の場合：現在蓄積に対する択伐率 10％ 

ｂその他の場合：択伐対象面積 300㎡  

③ 歴史景観保全地区 

歴史景観保全地区内において規則で定める基準を超える伐採を行う場合には、山梨県

自然環境保全条例第 16条第１項により知事に届出が必要であり、また、同条例第23条

により「自然環境保全協定」の締結が必要である。 

＜山梨県自然環境保全条例施行規則（第８条・第 11条）で定める基準＞ 

ａ単木択伐の場合：現在蓄積に対する択伐率 10％ 

ｂその他の場合：伐採対象面積 300㎡ 

④ 自然記念物 

自然記念物の現状を変更することとなる行為をしようとする場合には、山梨県自然環

境保全条例第 15条第１項により知事に届出が必要である。 

 

（２） 森林施業の技術及び知識の普及・指導 

      森林施業の円滑な実行確保を図るため、市林務担当、県富士・東部林務環境事務所、県森

林総合研究所、森林組合との連携を密にして、普及啓発、経営意欲の向上に努めることとす

る。 

 

（３） 大月市公有林（財産区有林含む）の整備について 

      Ⅴの２で記述したとおり、本市の公有林は、ほとんどが特定地域と財産区が森林を所有し

ており、整備の立ち遅れが目立つが、この公有林の管理にあたっては、特に水源かん養機能

の確保及び向上を図るために、積極的に複層林施業・長伐期施業を実施する。 

また、今後とも市民の憩いの森として活用するため、積極的に広葉樹の導入を図るととも

に、散策路の維持増進に努める。 

 

  （４） 環境の保全等の観点から保全すべき森林に関する事項 

      岩殿集落山側の岩殿山は戦国武将小山田信茂公の城跡地で、本市のシンボルともいえる山

であることから、山野草愛好会、また市民参加により地域の環境保全を図っていくこととす

る。 
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付属資料 

 

１ 市町村森林整備計画概要図 

  別添のとおり 

 

２ 参考資料 

 

（１）人口及び就業構造 

①年齢層別人口動態※１ 

 
 

総   数 ０～１４歳 １５～２９歳 

計※４ 男 女 計 男 女 計 男 女 

実 数 

[人] 

平成17年 30,879 

(100.0) 

15,001 15,878 3,817 1,984 1,833 5,013 2,495 2,518 

平成22年 28,120 

(91.1) 

13,639 14,481 2,885 1,494 1,391 4,250 2,102 2,148 

平成27年 25,210 

(81.6) 

12,257 12,953 2,210 1,110 1,100 3,395 1,752 1,643 

構成比 

[％]※

３ 

平成17年 100 48.6 51.4 12.4 13.2 11.5 16.2 16.6 15.9 

平成22年 100 48.5 51.5 10.3 11.0 9.6 15.1 15.4 14.8 

平成27年 100 48.6 51.4 8.8 9.1 8.5 13.5 14.3 12.7 

 
 

３０～４４歳 ４５～６４歳 ６５歳以上 

計 男 女 計 男 女 計 男 女 

実 数 

[人] 

平成 17 年 5,229 2,668 2,561 8,938 4,588 4,350 7,881 3,265 4,616 

平成 22 年 4,201 2,182 2,019 8,484 4,333 4,151 8,293 3,522 4,771 

平成 27 年 3,304 1,762 1,542 7,474 3,744 3,730 8,827 3,889 4,938 

構成比 

[％]※

３ 

平成 17 年 16.9 17.8 16.1 29.0 30.6 27.4 25.5 21.8 29.1 

平成 22 年 14.9 16.0 13.9 30.2 31.8 28.7 29.5 25.8 33.0 

平成 27 年 13.1 14.4 11.9 29.6 30.5 28.8 35.0 31.7 38.1 

（注）１．国勢調査より。 

２．総数の計の（ ）内は各年次の比率 
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②産業部門別就業者数等※１ 

 

年 次※２ 総 数 

第１次産業 第２次産業 

第３

次産 

業 

分類 

不能 農業 林業 漁業 小計 

 うち木

材・ 

木製品製

造業 

実 数 

[人] 

平成17年 13,976 157 91 1 249 4,862 － 8,787 78 

平成22年 12,566 92 97 － 189 4,116 － 8,131 130 

平成27年 11,552 114 92 1 207 3,740 － 7,486 119 

構成比 

[％]※

３ 

平成17年 100 1.12 0.65 0.01 1.78 34.79 － 62.87 0.56 

平成22年 100 0.73 0.77 － 1.50 32.76 － 64.71 1.03 

平成27年 100 0.98 0.79 － 1.79 32.37 － 64.80 1.03 

（注） 国勢調査より。 

 

（２）土地利用※１ 

 
    ※２ 

年 次 

総 

土地 

面積  

耕 地 面 積 林 野 面 積 

田 畑 
樹園地 

計 森林 
原

野 計 果樹園 桑園 茶園 その他 

実 

数 

平成17年 
28,030 31.58 25.17 4.41 － － － － 24,376 24,376 － 

平成22年 28,030 25.53 21.00 2.97 － － － － 24,319 24,319 － 

平成27年 

  ※３ 
28,025 17.00 11.00 6.00 － － － － 24,286 24,286 － 

構成

比

[％]

※４ 

平成17年 100 0.11 0.09 0.02 － － － － 86.96 86.96 － 

平成22年 100 0.09 0.07 0.01 － － － － 86.76 86.76 － 

平成27年 100 0.06 0.04 0.02 － － － － 86.66 86.66 － 

（注） 「総土地面積」は、国土地理院平成２７年度全国都道府県市町村別面積調より 

    「耕地面積」は、２０１５年農林業センサスより。 

     「森林面積」は、山梨県森林整備課業務資料より。 

 
 

（３）森林転用面積                                                      （単位：ｈａ） 

年 次 総 数 

住宅、別

荘、工場

等建物敷

地及びそ

の附帯地 

ゴルフ・ 

レジャー用地 
農 用 地 

採石・ 

採土地 
そ の 他 
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平成２６年 0.50 － － － － 0.50 

平成２７年 － － － － － － 

平成２８年 － － － － － － 

平成２９年 0.61 0.32 － － － 0.29 

（注） 山梨県森林整備課業務資料より。 

 

 

（４）森林資源の現況等 

①保有者形態別森林面積                     （単位：面積ｈａ、割合％） 

保 有 形 態 

総 面 積[ｈａ] 立 木 地[ｈａ] 人工林率

［％］ 

（Ｂ/Ａ）※２ 

面 積

（Ａ） 
比率［％］※２ 計 

人工林

（Ｂ） 
天 然 林 

総 数 24,286.11 100 23,449.51 11,836.87 11,612.64 48.70 

国 有 林 

（官行造林） 

207.30 

207.30 

0.9 

0.9 

204.13 

204.13 

191.72 

191.72 

12.41 

12.41 

92.50 

92.50 

公 

有 

林 

※

１ 

計 12,370.35 50.90 11,653.42 5,778.46 5,874.96 46.70 

都道府県有林 

(その他県有林) 

11,200.52 

7.17 

46.10 

0.00 

10,489.30 

7.11 

5,297.38 

3.82 

5,191.92 

3.29 

47.30 

53.30 

市町村有林 212.28 0.90 211.71 61.63 150.08 29.00 

財産区有林 957.55 3.90 952.41 419.45 532.96 43.80 

私 有 林 11,708.46 48.20 11,591.96 5,866.69 5,725.27 50.10 

（注） 山梨県森林整備課業務資料より。 

    「都道府県有林」は、県有林、東京都有林であり、植樹用貸地は含まない。 

「その他県有林」は「都道府県有林」の内数であり、森林環境部以外の所管のもの及び森林

環境部所管のうち特別会計以外のもの。 

「市町村有林」は、県植樹用貸地を含む。 

「財産区有林」は、県植樹用貸地を含む。 

「私有林」は、上記以外。 

立木地面積のうち、天然林は、天然林のみで、伐採跡地・未立木地・竹林・除地及び更新困

難地を除く。 

 

②在（市町村）者・不在（市町村）者別私有林面積※１ 

 年  次 私 有 林 合 計  
在（市町村）者 

面     積 

不在（市町村）者面積 

計 県 内 県 外 

実数[ｈａ] 

平成２年 

9,670 7,492 2,178 75 1,393 

構成比[％]※

２ 

 

100 

 

77.48 

 

22.52 

 

8.12 

 

14.41 
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実数[ｈａ] 
平成１２

年 

9,487 8,213 1,274 181 1,093 

構成比[％]※

２ 

 

100 86.57 13.43 1.91 11.52 

実数[ｈａ] 
平成１７

年 

9,438 8,225 1,213 174 1,039 

構成比[％]※

２ 

 

100 

 

87.15 

 

12.85 

 

1.84 

 

11.01 

（注） 農林業センサスより 

 

③齢級別面積 

齢級別 

区分 
総数 

1・2 

齢級 

3・4 

齢級 

5・6 

齢級 

7・8 

齢級 

9・10 

齢級 

11齢級 

以上 

合計 23,245.38 55.79 61.38 643.34 1,594.09 3,015.63 17,875.15 

人工林計 11,645.15 53.11 59.26 573.86 1,526.62 2,668.22 6,764.08 

主
要
樹
種
別
面
積 

スギ 2,711.60 0.00 0.40 15.04 149.41 296.39 2,250.36 

ヒノキ 3,779.93 46.45 48.75 433.25 794.22 1,126.59 1,330.67 

アカマツ 2,215.71 0.73 0.00 0.00 18.02 438.83 1,758.13 

カラマツ 2,577.00 2.24 5.21 64.59 545.89 761.43 1,197.64 

モミ・シラベ 42.89 0.00 0.00 15.93 6.25 16.02 4.69 

その他針葉樹 10.59 0.00 0.00 0.00 1.90 2.14 6.55 

クヌギ・ナラ類 34.71 0.88 1.29 11.87 0.00 0.00 20.67 

その他広葉樹 272.72 2.81 3.61 33.18 10.93 26.82 195.37 

天然林計 11,600.23 2.68 2.12 69.48 67.47 347.41 11,111.07 

  （注） 山梨県森林整備課業務資料より。 

 

④保有山林面積規模別林家数※ 

面 積 規 模 林 家 数  

～３ｈａ 493 １０～２０ｈａ 38 ５０～１００ｈａ 5 

３～５ｈａ 147 ２０～３０ｈａ 10 １００～５００ｈａ 2 

５～１０ｈａ 83 ３０～５０ｈａ 4 ５００ｈａ～ － 

 総  数 782 

（注） ２０１０世界農林業センサスより。 

 

⑤作業路網の状況 

（ア）基幹路網の現況 

区分 路線数 延長（ｋｍ） 備考 

基幹路網 43 139.1  

 うち林業専用道 － －  
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  （注） 山梨県治山林道課業務資料より。 

 

（イ）細部路網の現況 

区分 路線数 延長（ｋｍ） 備考 

森林作業道 30 20.6  

   （注） 山梨県治山林道課業務資料より。 

 

（５）市町村における林業の位置付け 

①産業別総生産額※１,２ 

総生産額（Ａ） 70,091,431 

内 

 

訳 

第１次産業 272,190 

 うち林業（Ｂ） 198,406 

第２次産業 17,746,837 

 うち木材・木製品製造業（Ｃ） － 

第３次産業 51,743,343 

（Ｂ＋Ｃ）／Ａ － 

   （注） 平成２７年度市町村民経済計算報告（山梨県）より。 

  

②製造業の事業所数、従事者数、現金給与総額※１,２,３,４ 

 事 業 所 数 従事者数（人） 現金給与総額（万円） 

全製造業（Ａ） 79 1,849 699,848 

うち木材・木製品製造業（Ｂ） － － － 

Ｂ／Ａ － － － 

  （注）１. 平成２９年工業統計調査結果報告（山梨県）より。 

     ２. 製造業には、林業は含まれない。 

 

（６）林業関係の就業状況 

区 分 
組合・事業所数 

[箇所] 

従 業 者 数[人] 

備 考 
 

うち作業員数

[人] 

森 林 組 合 1 14 11 名称：大月市森林組合 

素 材 製 造 業 2 37 16   

製 材 業 1 不明 不明   

森 林 管 理 所 1 14 0   

合 計 5 65 27   

    （注） 山梨県林業振興課業務資料（平成２９年度末現在）より。 



 54 

（７）林業機械等設置状況※ 

区 分 摘要 単位 合計 森林組合 会 社 その他 

索道 
 

セッ

ト 
0  － － － 

集材機 
小型集材機（動力 10ＰＳ未満） 台 2  － 2 － 

大型集材機（動力 10ＰＳ以上） 台 3  1 2 － 

モノケーブル  台 0  － － － 

リモコンウインチ  台 2  1 1 － 

自走式搬器  台 1  － 1 － 

モノレール 懸垂式を含む 台 0  － － － 

小型運材車 動力 20ＰＳ未満 台 3  2 1 － 

小型運材車 動力 20ＰＳ未満 台 1  － 1 － 

クローラタイプ トラクタ 主として集材用 台 1  － 1 － 

育林用トラクタ  台 0  － － － 

フォークリフト  台 2  － 2 － 

フォークローダ  台 0  － － － 

クレーン トラッククレーン等 台 2  － 2 － 

トラクタショベル 搬出、育林等土工 台 0  － － － 

ショベル系掘削機械 搬出、育林等土工 台 0  － － － 

チェーンソー  台 75  3 72 － 

チェーンソーリモコン装置  台 0  － － － 

刈払機  台 60  5 55 － 

植穴掘機  台 3  － 3 － 

動力枝打機 自動木登式 台 0  － － － 

動力枝打機 上記以外 台 5  － 5 － 

苗畑用トラクタ  台 1  － 1 － 

フェラーバンチャー  台 0  － － － 

スキッダ  台 0  － － － 

プロセッサ（造材機）  台 0  － － － 

ハーベスタ（伐倒造材機）  台 1  － 1 － 

フォワーダ  台 2  － 2 － 

タワーヤーダ  台 0  － － － 

スイングヤーダ  台 1  － 1 － 

グラップル 集材機能なし 台 9  － 9 － 

    （注） 山梨県林業振興課業務資料（平成２９年度末現在）より。 
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（８）林産物の生産概況※ 

種類 素材 チップ 苗木 乾しいたけ 生しいたけ なめこ 
くり 

たけ 
木炭 竹炭 木酢液 竹酢液 

単位 ｍ3 ｍ3 千本 kg kg kg kg kg kg L L 

生産量 不明 不明 133 0 0 0 0 0 0 0 0 

（注）１. 山梨県森林整備課及び林業振興課業務資料より。 

   ２. 苗木は平成２９年度、それ以外は平成２９年次の生産量。 

 

主伐時における伐採・搬出指針 

１ 目的 

森林資源が本格的な利用期を迎える中、森林の有する多面的機能を確保しつつ、森林資源を循環利

用し、適切な森林整備を推進することが求められている。 

一方で、前線や台風等に伴う豪雨が頻発し、山地災害が激甚化・多様化するようになってきており、

山地の崩壊等の発生に対する住民の関心が高まっている状況にある。 

このため、立木の伐採・搬出に当たっては、それに伴う土砂の流出等を未然に防止し、林地保全を

図るとともに、生物多様性の保全にも配慮しつつ伐採・搬出後の林地の更新を妨げないように配慮す

べきである。 

本指針は、これらを踏まえ、林業経営体等が主伐時における立木の伐採・搬出に当たって考慮すべ

き最低限の事項を示すものである。 

 

２ 定義 

この指針において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ以下に定めるところによる。 

（１）集材路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設

される仮施設をいう（森林整備や木材の搬出のために継続的に用いる道は森林作業道として集材路

と区別する）。 

（２）土場とは、集材路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、積込みの作業等

を行う場所をいう。 

 

３ 伐採の方法及び区域の設定 

① 持続的な林業の確立に向けて、立木の買付けや伐採の作業受託の際に、森林所有者に対して、再

造林の必要性等を説明し、その実施に向けた意識の向上を図るとともに、伐採と造林の一貫作業の

導入等による作業効率の向上に努める。 

② 林地の崩壊の危険のある箇所、渓流沿い、尾根筋等については、森林所有者等と話し合い、林地

の保全及び生物多様性の保全に支障が生じないよう、伐採の適否、択伐、分散伐採その他の伐採方

法及び更新の方法を決定する。 

③ 伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を超えて伐採（誤伐）しないように、

あらかじめ伐採する区域の明確化を行う。 

④ 林地の保全及び生物多様性の保全のため、保残する箇所・樹木を森林所有者等と話し合い、必要
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に応じて渓流沿い、尾根筋での保護樹帯の設定、野生生物の営巣に重要な空洞木の保残等を行う。

なお、これらの箇所に架線や集材路を通過させなければならない場合は、その影響範囲が最小限と

なるよう努める。 

⑤ 気候、地形、土壌等の自然条件を踏まえ、森林の有する公益的機能の発揮を確保するため、伐採

の規模、周辺の伐採地との連担等を十分考慮し、伐採区域を複数に分割して一つの区域で植栽を実

施した後に別の区域で伐採したり、帯状又は群状に伐採することにより複層林を造成したりするな

ど、伐採を空間的、時間的に分散させる。 

 

４ 集材路・土場の計画及び施工 

（１）林地保全に配慮した集材路・土場の配置・作設 

① 図面及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、水の流れ及び湧水、土砂の崩落、

地割れの有無等を十分に確認する。その上で、集材路・土場の作設によって土砂の流出・崩壊が発

生しないよう、集材方法及び使用機械を選定し、必要最小限の集材路・土場の配置を計画する。 

② 伐採・搬出に当たっては、地形等の条件に応じて路網と架線を適切に組み合わせる。特に、急傾

斜地その他の地形、地質、土質等の条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあ

り、林地の更新又は土地の保全に支障を生じる場所において伐採・搬出する場合には、地表を極力

損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材によることとする。 

③ やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支える

等の十分な対策を講じる。 

④ 集材路・土場の作設開始後も土質や水の流れなど伐採現場の状態に注意を払い、集材路・土場の

配置がより林地の保全に配慮したものとなるように、必要に応じて当該配置に係る計画の変更を行

う。 

⑤ 集材路の線形は、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせる。 

⑥ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合は、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置する。 

⑦ 集材路・土場の作設により露出した土壌が渓流へ流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過

帯の役割を果たすよう、集材路・土場は渓流から距離をおいて配置する。 

⑧ 集材路は、沢筋を横断する箇所ができるだけ少なくなるように配置する。 

⑨ 伐採現場の土質が渓流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路・土場の作設を可

能な限り避ける。やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が渓流に流出しないよう必要に応

じて編柵工等を設置する。 

⑩ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、

当該区域の隣接地を経由することも検討する。このとき、集材路の作設に当たっては、当該隣接地

の森林所有者等と調整等を行う。 

 

（２）人家、道路、取水口周辺等での配慮 

① 集材路・土場の作設時には、土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保

全対象（土砂、転石、伐倒木等の流出又は落下による被害を防止する対象となるものをいう。以下

同じ。）の上方に丸太柵工等を設置する。特に、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象が下方に
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ある場合は、その直上では集材路・土場を作設しない。 

② 水道の取水口に濁水が流入しないよう、その周辺では集材路・土場の作設を避ける。 

 

（３）生物多様性と景観への配慮 

① 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生息・生育情報を知った場合には、必要に応じて線

形及び作業の時期の変更等の対策を講じる。 

② 集材路・土場の作設に当たっては、集落、道路等からの景観に配慮し、集材路・土場の密度、配

置及び作設方法を調整する。 

 

（４）切土・盛土 

① 切土・盛土の量を抑えるために、集材路の幅及び土場の広さは作業の安全を確保できる必要最小

限のものとする。 

② 切土高を極力低く抑えるとともに、盛土を行う場合には、しっかりと締め固め、補強が必要な場

合には、丸太組み工法等を活用して盛土を安定化させる。 

③ 残土が発生した場合には、残土が渓流に流出しないよう渓流沿いを避け、地盤の安定した箇所に

小規模に分散して置く。また、流出のおそれがある場合は、丸太組み工法等を活用して対策を講じ

る。 

 

（５）路面の保護と排水の処理 

① 雨水が集中して路面の長い区間を流下し、又は滞水すると、路面の洗掘及び崩壊の原因となるた

め、地形を利用して上り坂と下り坂を切り替えるなどの路面の保護のための対策を講じる。 

② 路面の排水は、可能な限り尾根部、常時水の流れている谷等の侵食されにくい箇所でこまめに行

う。また、崩れやすい盛土部分の崩壊等を避けるため、路面から谷側斜面への排水を促しつつ、横

断溝を設け、流末処理も行うとともに盛土箇所の手前で排水するなどの対策を講じる。 

 

（６）渓流横断箇所の処理 

① 渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、その維持管理を十分に行う。

また、暗渠を用いる場合には、詰まりが生じないように十分な大きさのものを設置することとし、

暗渠の呑口の土砂だめの容量を十分確保する。なお、洗い越しとする場合は、横断箇所で集材路の

路面を一段下げる。 

② 洗い越しは、越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置する

などにより安定させ、流出のおそれがある場合は、必要に応じて撤去する。 

 

５ 伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮 

① 集材路・土場は、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による土砂

の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。 

② 集材路・土場の路面のわだち掘れ、泥濘化、流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水

分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太等の敷設などにより、路面のわだち
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掘れ等を防止する。 

 

③ 伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太、

枝条・残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払う。 

④ 伐採後の植栽作業を想定して伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条

等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を

図る。 

⑤ 枝条等が雨水により渓流に流出することがないように対策を講じ、沢に近い場所への集積は避け

る。 

⑥ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意

し、枝条等を山積みにすることを避ける。 

 

６ 事業実施後の整理 

（１）枝条・残材の整理 

① 枝条・残材は、木質バイオマス資材等への有効利用に努める。 

② 枝条・残材を伐採現場に残す場合は、出水時に渓流に流れ出したり、雨水を滞水させたりするこ

と等により林地崩壊を誘発することがないように、渓流沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積

み上げない。また、林地の表土保護のために枝条の敷設による整理を行う等により、枝条・残材を

置く場所を分散させ、杭を打つ等の対策を講じる。 

（２）集材路・土場の整理 

① 集材路・土場は、原則として植栽等により植生の回復を促すこととし、必要に応じて作設時に剥

ぎ取った表土の埋戻し等を行う。また、路面水の流下状況等を踏まえ、溝切り等の排水処置を行う。 

② 伐採・搬出に使用した資材・燃料等の確実な整理・撤去を行う。 

③ 全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、集材路・土場の枝条・残材等の整理の状況を

造林の権限を有する森林所有者等と確認し、必要な措置を行う。 

 

７ その他 

① 森林整備や木材の搬出のために継続的に用いる道を作設する場合は、集材路ではなく、「森林作業

道作設指針の制定について」（平成 22年11月17日付け林整整第656号林野庁長官通知）に基づく

森林作業道として作設する。 

② 集材路・土場の作設に当たっては、森林法（昭和 26年法律第249号）その他の関係法令に基づく

各種手続（許可、届出等）を確実に行う。なお、作業箇所が保安林である場合にあっては、同法に

基づく保安林における作業許可に係る手続を行わなければならないこと、保安林以外の森林にあっ

ては、集材路の幅員、総延長、土場の面積により、同法の林地開発許可に係る手続の対象となり得

ることに留意する。 

③ 林業経営体等は、労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）その他の労働関係法令を遵守し、労

働災害の防止、労働環境の改善に取り組む。 

④ この指針については、全国の事例を基に適宜見直しを行っていくものとする。  


